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写真解説

北安田南遺跡

全景（南から）

JR 松任駅から南西に約１．２km、北安田陸橋の南に位置する遺跡。今回の調査区は線路の

両側で、弥生終末期頃の竪穴建物や掘立柱建物、中世の掘立柱建物などが見つかった。

竪穴建物（SI０１）全景（西から）

弥生時代終末期頃の比較的大型の竪穴建物。竪穴部の周囲に小さな穴の跡が多数発見され

たが、南東方向にのみこのような小穴群が認められなかった。これは竪穴建物の構造、特に

出入り口について考える上での資料となろう。



全景（南から）

竪穴建物（SI０１）全景（西から）
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写真解説

成町遺跡

成町遺跡と北陸新幹線関連調査遺跡（北東から）

線路沿いに北陸新幹線関連の調査遺跡が並んでおり、手前の成町遺跡から北安田南遺跡ま

で３００m、奥の高見遺跡まで５００mほどの距離がある。

成町遺跡と北安田南遺跡は同時期の遺跡であるが、両者の間には谷地形を挟んでいること

から別の集落と考えられる。

竪穴建物（西から）

古墳時代前期の竪穴建物であり、一辺約７mを測る。床面では柱穴４基と貯蔵穴、中央

には灰穴炉と考えられる浅い窪みがみられる。壁溝が２重に巡ることから、同じ場所で補修

もしくは建て替えたことがわかる。また壁溝に沿って径５～１０cmほどの小穴を多数検出し

た。壁板を固定する杭の痕跡である可能性が高いと考えている。



成町遺跡と北陸新幹線関連調査遺跡（北東から）

竪穴建物（西から）

巻
頭
図
版
２

高見遺跡

北安田南遺跡

成町遺跡
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平成２１年度は、石川県教育委員会から２１件の発掘調査を受託した。関係機関ごとの件数は、国土交

通省が３件、鉄道・運輸支援機構が１１件、最高裁判所が１件、県土木部が５件、県立中央病院が１件

である。

本号では、４月から９月に実施した６件の発掘調査の概要を紹介する。

輪島市三井町興徳寺に所在する興徳寺B遺跡は、古代・中世の集落で、掘立柱建物、井戸などを

確認した。

野々市町末松廃寺の調査箇所は国指定史跡末松廃寺史跡公園の南に接している。古代の溝やピット

を確認したが、遺構の密度は希薄である。

長池ニシタンボ遺跡は手取川扇状地扇央部に立地する弥生時代と中世の複合遺跡で、安原川の改修

にともなう調査である。弥生時代後期の竪穴建物を２基を確認したほか、中世の開発に関わる大溝も

検出した。

白山市中新保遺跡は海側幹線の建設等に伴う調査である。弥生時代から中世にかかる集落で、平成

１８年、同２０年の調査に続く第３次調査である。これまでに確認した主な遺構は溝に囲まれた中世の屋

敷で、今年度の調査でも掘立柱建物を１基確認した。

白山市成町遺跡、同北安田南遺跡は北陸新幹線の建設に伴う発掘調査である。成町遺跡は、弥生・

古墳時代の集落で、弥生時代後期後半から古墳時代前期にかかる竪穴建物、掘立柱建物、土坑と中世

の掘立柱建物を確認している。北安田南遺跡は成町遺跡の西に近接して存在する。弥生時代および古

代・中世の集落を確認した。弥生時代は、後期後半の竪穴建物、掘立柱建物を確認し、古代は畠と思

われる細溝群が明らかになった。また中世では掘立柱建物や土坑を検出している。

平成２１年度上半期の発掘調査から

調査部長 三浦 純夫

興徳寺B遺跡 北安田南遺跡
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なが いけ

長 池 ニ シ タ ン ボ 遺 跡

所 在 地 野々市町長池町地内 調査期間 平成２１年４月１５日～同年７月２日

調査面積 ８５０㎡ 調査担当 松山和彦 稲葉浩一

調査成果の要点

・弥生時代終末期の竪穴建物を検出し、そ

の脇を流れる溝からはまとまった量の遺

物を得た。

・中世後半頃の安原川河道や基幹的な用水

路などを確認した。

長池ニシタンボ遺跡は野々市町の北西部、JR

野々市駅の西側に所在する。遺跡のすぐ西側を

安原川（手取川水系の七ヶ用水のうちの郷用

水）が北に向かって流れており、付近の標高は

１３m前後である。

今回の調査は安原川の改修工事に先立つもの

であり、弥生時代終末頃を中心とする時期（�
期）と、中世後半から近世初頭にかけての時期

（�期）の遺構・遺物を確認した。まず�期を
代表する遺構には２棟の竪穴建物があり、うち１棟には円形（直径約１４m、幅約５０cm、深さ約３０cm）

の外周溝が伴うとともに、その内側で一辺が８m前後の隅丸方形状の壁周溝が認められた。外周溝

の西側は南北に流れる溝（幅約１５０cm、深さ約７０cm）に接続しており、この上層からはまとまって

廃棄された状態で土器が出土した。残る１棟の建物は先述の建物のすぐ北に接し、外周溝間の切り合

いから時期的に後出する。以上から前方後方墳を含め、弥生時代終末から古墳時代前期に至る時期の

遺跡が周密に分布する安原川水系における集落形成の一端を垣間見ることができる。

�期に属する遺構としては幅３mの基幹的な用水路と考えられる溝があり、その北端は安原川の
旧流路に注ぐと推定される。また、この用水路から取水した小溝が東に並走する状況も確認できる。

これらの遺構からは中世後半を中心とする時期の遺物が出土しており、下限は１７世紀前半頃（肥前磁

器出現以前）である。遺跡付近は中世後半には天龍寺領横江荘の荘域の一角を占めたと推定され、中

世荘園における農業開発を物語る遺構といえよう。 （松山和彦）

遺跡位置図（S＝１／２５，０００）

全景（北から） 弥生時代の竪穴住居
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弥生土器出土状況 中世の用水路

調査区全体図（１／２５０）
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こう とく じ

興 徳 寺 Ｂ 遺 跡

所 在 地 輪島市三井町興徳寺地内 調査期間 平成２１年５月１１日～同年６月２９日

調査面積 ９５０㎡ 調査担当 土屋宣雄、荒木麻理子

調査成果の要点

・遺跡は、輪島の市街地を流れる河原田川

中～上流域左岸の段丘上に立地する。

・奈良・平安時代および鎌倉時代の遺構・

遺物を確認した。

興徳寺Ｂ遺跡は、輪島の市街地を流れる河原

田川中～上流域左岸の段丘上に立地する遺跡で

ある。調査原因は、いしかわ広域交流幹線軸整

備事業（主要地方道七尾輪島線）である。調査

区は面積９５０㎡で、ほぼ南北方向に延びる狭長

な形をしており、調査区東辺で、穴水と輪島市

街地を結ぶ県道１号線と接している。また、本

調査区は、２００１年に廃線となった旧のと鉄道七

尾線（穴水－輪島間）の路線内であったことから、調査区全域に線路敷きの砕石や、標識や、ケーブ

ル等の設備がそのまま残されているほか、調査区北部では線路敷設による撹乱を大きく受けている。

調査では、奈良・平安時代および鎌倉時代の集落跡を確認し、井戸、掘立柱建物、土坑、小穴など

の遺構を検出した。遺構は調査区中央部で検出された鞍部の周辺で比較的密に分布しており、調査区

の南北で密度が希薄になる傾向があった。遺構からは須恵器、土師器、珠洲焼等の遺物が出土してい

る。また、一部の柱穴からは、完形の土師器皿がまとまって出土しており、建物撤去時の際に埋納さ

れたものと思われる。 （荒木麻理子）

遺跡位置図（S＝１／２５，０００）

調査区位置図（S＝１／１，０００）
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遺構検出作業 土師器皿出土状況

井戸 掘立柱建物

遺構完掘状況
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なり まち

成 町 遺 跡

所 在 地 白山市成町地内 調査期間 平成２１年４月１４日～同年８月１９日

調査面積 ２，３００㎡ 調査担当 立原秀明、森 由佳

調査成果の要点

・弥生時代終末期～古墳時代前期の集落を

確認した。

・弥生時代終末期～古墳時代前期の遺構

は、竪穴建物、掘立柱建物、布堀建物、

土坑、溝、川などを確認した。

・鎌倉・室町時代は、東－西方向へのびる

溝を確認した。

成町遺跡は、手取川扇状地の扇央部に位置す

る。発掘調査は、北陸新幹線建設（車両基地路

盤整備等）を原因としている。調査地は、JR

線路に並走する市道沿い部分であり、３地区に

分割して調査を行なった。

周辺には、東北東方向１kmの位置に松任城

跡、北東方向３００mには松任城の出城と考えられている出城跡、JR線路を越えた北側には木曽街道と

伝えられる道があり、北西方向には、北安田南遺跡、高見遺跡などがみられる。

遺構検出面での標高は、南西－北東方向に長い調査地の両端で約１６．９m、中央付近で約１７．３mを測

り、両端が低く中央付近が微高地状に高い地形となっている。

本遺跡は、弥生時代終末期～古墳時代前期を主体とする集落遺跡の一部であり、検出した主な遺構

には、竪穴建物、掘立柱建物、布掘建物、土坑、溝などがあり、北東端では南東―北西方向に流れる

川跡を確認した。

竪穴建物は、調査地の西側にあり、方形プランで一辺約７mを測る。床面では柱穴４基と東壁付

近に貯蔵穴を検出し、中央には灰穴炉と考えられる浅い窪みがみられた。壁際には壁溝が２重に巡る

ことから同じ場所で補修もしくは建て替えが行なわれたものと考えられる。また壁溝に沿って杭痕の

可能性が高い小穴を多数検出した。遺物は、古墳時代前期の土師器が出土している。

掘立柱建物は、複数棟を検出しており、竪穴建物の北東方向５mの地点では２×４間（４×７．２m）

規模のものや、中央部では１×２間（３．８×４m）のほぼ同規模といえる２棟が並んで検出された。

布掘建物は、調査地の東側で長さ４m幅１m深さ０．７mの溝と西側３mの地点で対となる溝を検出

した。規模は、土層断面の観察から、それぞれの溝に３本の柱がある１×２間とみられる。

調査地の北東端では幅約１８m深さ１．７mの川跡を検出した。遺物は、覆土の中・上位層では弥生時

代終末期～古墳時代前期の土器を出土するが下位層では確認できないことから、この時期には最深部

から半分ほどまでが埋没していたものと考えられる。また、川跡の対岸にあたる北東側にも遺構・遺

物が検出されることから、集落の範囲は広がる可能性が高い。

鎌倉・室町時代は、東－西方向へ直線的にのびる幅２mほどの水路とみられる溝を検出した。青

磁や土師器皿が少量出土している。ほかには時期不明の遺構として、調査地の南西端で溝群を検出し

た。長軸の方向から２グループに分かれる。 （立原秀明）

遺跡位置図（S＝１／２５，０００）



― 7―

竪穴建物

溝群

掘立柱建物①

掘立柱建物②

布掘建物

川跡

川跡（北東から）

S=1/400

鎌倉・室町
時代の溝

布掘建物（北西から）

掘立柱建物①（北東から）

掘立柱建物②（北から）

主要遺構配置図
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１区

２区 ３区

１区

２区

中世の建物

（至 松任・金沢）

（至 加賀笠間・小松）

海側調査区

山側調査区

SI501

SI502

SI01

SB02

SB501

SB502

SB02

SI02

きた やす だ みなみ

北 安 田 南 遺 跡

所 在 地 白山市北安田町地内 調査期間 平成２１年４月２７日～同年８月１２日

調査面積 ４，３００㎡ 調査担当 浜崎悟司 白田義彦 大西 顕 中泉絵美子

調査成果の要点

・弥生時代終末期～古墳時代前期、古代、中世の

複合した集落跡を確認した。

・弥生時代終末期～古墳時代前期の竪穴建物を４

棟、掘立柱建物を２棟確認した。当期の遺構は

広範囲に散在する。

・中世の掘立柱建物を２棟確認した。当期の遺構

は西寄りに散在する

・古代と推定される畝溝群を３単位以上検出した。

北安田南遺跡は JR松任駅と加賀笠間駅の間に位置

し、今回が初の発掘調査である。調査原因は北陸新幹

線建設によるものであるが、県道改築工事の範囲を含むため今年度の調査区は JR線を挟んで海側と

山側に分かれた。

今回の調査では弥生時代終末期～古墳時代前期の竪穴建物が４棟、掘立柱建物が２棟確認された。

建物はそれぞれ３０m程度の間隔で点在している。山側調査区で検出された竪穴建物（SI０１）は検出

面から床面までの深さが最大で８０cmと深く、外縁部に杭痕状の黒色土の凹みが多数認められた。中

世の遺構は海側で総柱建物２棟を検出した。畝溝群は中世建物の柱穴に切り込まれることから古代に

属することが考えられる。なお、山側調査区南西隅では奈良時代頃の溝状の落ち込みが確認された。

検出された各時代とも、遺構は比較的疎らな状況を呈し、竪穴建物以外からの遺物の出土は概して

少なかった。今回の調査結果は各時期における当地の開発の状況を考える上での資料となろう。（浜崎悟司）

遺跡位置図（S＝１／２５，０００）

調査区概略図
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調査地遠景（南東から）

海側調査区 山側調査区

竪穴建物 SI５０１ 竪穴建物 SI０１ 床面検出状況

掘立柱建物 SB５０１ 竪穴建物 SI０１ 貼床除去後
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末 松 廃 寺

所 在 地 野々市町末松２丁目 調査期間 平成２１年４月１７日～同年６月１１日

調査面積 ５３０㎡ 調査担当 端 猛 荒川真希子

調査成果の要点

・既往の調査や試掘調査結果と併せ末松廃寺

の遺跡範囲を窺い知ることができた。

末松廃寺は、手取川扇状地の標高３８m前後の

水田地帯に立地する。その中心には国指定史跡「末

松廃寺跡」が存在し、今回の調査区はその史跡公

園の南側にあたる。周辺では国道１５７号鶴来バイ

パスの建設や県立大学の整備、農業基盤整備等に

より過去に多くの発掘調査が行われている。今回

は、石川障害者職業能力開発校実習場等改修工事

に伴う発掘調査である。

調査区全域で須恵器や土師器の遺物が出土し、

調査区の南側で平安時代の溝と小穴、西側で小穴を検出した。また、調査区の中央付近では礫床を検

出しており、その礫床から須恵器の坏と蓋が正位で出土した。礫床直上、耕作土直下からの出土で明

確な遺構は検出されなかったが、底部高台内に墨書があり「秋若ヵ」と判読できた。

なお、調査区の東側で鞍部を確認しており、既往の調査や試掘調査の状況を加味すると北側にある

末松廃寺とは鞍部を挟んで南側に新たに遺跡が広がることが確認された。 （端 猛）

遺跡位置図（S＝１／２５，０００）

調査区全体図（S＝１／４００）
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今回の調査区今回の調査区

遺跡範囲遺跡範囲

既往調査区既往調査区

調査された末松遺跡群と試掘調査で確認された遺跡の範囲（「末松遺跡群」２０００を一部改編）

上空から見た末松廃寺（南から） 調査風景
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なか しん ぼ

中 新 保 遺 跡

所 在 地 白山市中新保町 調査期間 平成２１年６月５日～同年７月２７日

調査面積 ６７５㎡ 調査担当 端 猛 荒川真希子

調査成果の要点

・過年度調査で検出した中世の屋敷地の範

囲を確認した。

・過年度調査時に検出した断面フラスコ状

の土坑を新たに３基確認した。

中新保遺跡は、金沢市との市境に近い白山市

域の北部に位置する。手取扇状地の先端部に立

地しており、遺跡の東には福増川（中村用水）

が流れ、周辺の水田を潤している。調査原因は、

金沢外環状道路海側幹線に係る道路建設事業で

平成１８、２０年度に次ぐ調査となる。今回は北陸

自動車道に新設される白山 IC（仮称）部分が

対象となった。

調査では、中世の集落跡を確認した。調査区

中央部で掘立柱建物を１棟確認したが、調査区の北部では遺構は少なくなっており、この掘立柱建物

を含む南半部が過年度に検出された屋敷地の範囲であると考えられる。

また、調査区の南部では、平成２０年度調査で確認された貯蔵穴と推定される断面フラスコ状を呈す

る土坑をさらに３基確認した。底付近より平安時代の須恵器が出土している。この土坑群はこれで１５

基となり、弥生時代から古墳時代にかけてのものと平安時代のものと大きく２つのまとまりに分ける

ことができそうである。ただ、自然科学分析等では貯蔵穴とする積極的な成果は得ておらず更なる検

討が必要である。

なお、平成１８年度の調査で、ほぼ真北に軸をなす溝が確認されており、古代の条里溝との関連性が

指摘されている。平成２０年度の調査では、南側にその続きを確認し北側は前述の土坑群と錯綜してい

たものの幅の広い浅い溝を確認している。平成２１年度はさらに北側の続きを確認したが、過年度の調

遺跡位置図（S＝１／２５，０００）

調査風景 断面フラスコ状を呈する土坑
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査と合わせほぼ１００m分検出した地点で途絶えてしまった。途絶えた地点は、平成２０年度と同様に土

坑群と錯綜していたものの、そこから東に延びる溝も検出された。調査の所見では、溝は続いており、

ほぼ直角に東方向に延びていると判断した。該期の遺構がこの溝以外に検出されないことから、周辺

は中世の集落が営まれるまでの間に大規模な削平を受けていることが想像される。周辺の調査成果も

合わせ、詳細については更なる検討が必要である。 （端 猛）

中新保遺跡H１８・H２０・H２１調査区合成図（S＝１／８００）



― 14 ―

平成２１年度上半期の遺物整理作業

国関係調査グループ

上半期は、七尾城跡（七尾市・平成１８年度調査）、五歩市遺跡（白山市・平成１９年度調査）、白江梯

川遺跡（小松市・平成１４年度調査）の整理作業を行った。

七尾城跡は、土器の実測・トレースを行った。七尾城跡の実測・トレースは昨年度の下半期にも行っ

ていたので、土師器皿の特徴や、陶磁器の種類の把握が比較的スムーズにできた。

五歩市遺跡は土器、木器、石器、金属の実測・トレース、遺構図トレースを行った。五歩市遺跡は

弥生時代後期後半から古墳時代前期および中世の遺跡ということで、久々に完形品に近いものを含む

多数の土器を実測することになった。土器は甕、壺、高坏を中心に装飾器台などの器台類、鉢等で中

には大型の甕や壺も数点あった。分類・接合を担当していなかったので、器形の推測、調整等の観察

に手惑うこともあったが、いろいろな種類の土器を数多く実測したことで充実感がもてる遺跡であっ

た。また、石製品は中世の硯から緑色凝灰岩製の管玉の未製品までとバラエティに富んでおり、特に

小さな玉の未製品は観察が大変であった。

上半期の最後は、足掛け３年にわたる白江梯川遺跡遺物整理の最後の木製品の実測・トレースに

入った。 （小林多恵子）

七尾城跡の石器実測作業 五歩市遺跡の土器実測作業

県関係調査グループ

今年度上半期に予定していた洗浄は、昨年度調査して出土した遺物である。新幹線建設の五歩市遺

跡出土遺物は弥生土器をはじめとして近世までの遺物があり、順調に作業を行うことができた。都市

計画道路の五歩市遺跡出土遺物は軟質な弥生土器が多く洗い過ぎないように注意しながらの作業で

あった。
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五歩市遺跡の土器洗浄 五歩市遺跡の土器洗浄

上半期は、金沢城跡・河北門（金沢市・平成２０年度調査）の瓦の選別から始まった。釉薬瓦といぶ

し瓦に分け、軒丸・軒平・丸・平・鬼瓦などに分類した後、刻印にも気をつけて分類ごとに点数を数

え、一覧にした後実測を行った。土器では土師器皿や陶磁器の碗、金属では腐食の激しい鎹、楔、ち

きりなど、石では臼や板石などを実測した。

続く金沢城跡・石川門（金沢市・平成１９・２０年度調査）では１３０箱程の記名と並行して建築関係に

使われたと思われる石や土器、陶磁器の染付などの実測を行った。

６月に入り加茂遺跡（津幡町・平成１７年度調査）の整理作業に入った。須恵器・土師器の墨書では

「平」「賀茂」「東」などの文字が底部のみならず側面に書かれているものが多く見られた。墨書椀で

は内黒ミガキが、びっしり詰まったものも数点あり時間を費やした。全面に漆を施した帯金具や、漆

のついた刷毛、表裏全面加工痕の扉など、めずらしい遺物も見ることが出来て、勉強になった。続く

小竹へブタB遺跡（中能登町・平成２０年度調査）は、短期間の整理作業だったが、珠洲焼の完形の

壺の他、甕、土師器皿、陶磁器の皿・碗類、碁石、石臼など、木器では、漆椀、槽、曲物、柱根など

バラエティーに富んだ実測を行った。 （山口 桂）

金沢城石川門の遺物実測 加茂遺跡の記名・分類・接合
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加茂遺跡の遺物実測 小竹ヘブタB遺跡の遺物実測

特定事業調査グループ

上半期は、二日市町イシバチ遺跡（野々市町、平成２０年度調査）、元菊町遺跡（金沢市、平成１９年

度調査）、乙丸遺跡（金沢市、平成１６年度調査）、七尾城跡（七尾市、平成１９・２０年度調査）の遺物整

理作業を行った。

二日市イシバチ遺跡は、パンケース５箱で箱数が少ない割に、縄文から近世までの遺物を満遍無く

確認できた。破片は小さい物が多く摩耗が激しく接合に苦労したが記名・分類・接合、実測・トレー

ス、遺構図トレースの作業を順調に終えた。

元菊町遺跡は、前年度に記名・分類・接合作業を終えており、今年度は、実測・トレース、遺構図

トレースの作業を行った。陶磁器、中でも肥前産陶磁器を中心に、土師器、石製品、金属器と、まさ

に近世の金沢城下町の一角での庶民の生活を彷彿とさせる遺物であった。特に、全体が楕円状に歪ん

だ越前焼の大甕は、内面に先人の排泄物と思われる物が、多量に付着していた。著しく歪んだ物でも、

商品価値があった当時の営みを思いつつ、別の意味で、実測には注意を要した。と、その時、一瞬、

２０数年前に元菊町の整理作業に携わった記憶が蘇った。同じ目的で使用された越前焼の大甕を実測し

ていた当時の自分と、現在の自分が重なり、タイムスリップした様な奇妙な空間を感じた。作業は、

染付の大皿、展開図を要する物、細密画と、図化に時間を要した。

乙丸遺跡は、パンケース２箱と少量であった。その後に七尾城跡の遺物整理を行った。

七尾城跡は、平成２０年度調査の出土遺物の、記名・分類・接合と、平成１９年度調査の出土遺物実測・

トレースを行った。前者は、後者同様に土師器皿が多かったが、特に、磁器に顕著な違いが見られた。

中国の磁器を中心とする後者に対し、前者は、肥前産の磁器が大半を占め、中国産の磁器は、僅かで

あった。１９年度分の土器、木器の実測・トレース、遺構図のトレースを行う中で、土師器皿の成形終

了時の手の抜き方に、手法の違いが見られ、注意深く観察しながら作業を進めた。又、墨書の殆どが、

土師器皿に書かれており、油煙が付着している物は、判読に困難を要した。 （馬場 正子）
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元菊遺跡の遺物実測・トレース 元菊遺跡出土の実測した越前大甕

七尾城跡の遺物の記名・分類・接合 七尾城跡の木器の実測
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環日本海交流史研究集会の記録
「日 本 海 域 の 土 器 製 塩」

は じ め に

所長 湯尻修平

当センターの研究事業の一環として平成１２年度から開始した「環日本海文化交流史研究事業」は今

年度で１０年目を迎えることができました。事業の目的は日本海に面した本県の歴史的特徴を理解する

ために共通の課題を掲げて調査研究を行うと同時に、沿岸各地との交流をはかることにあります。

事業は平成１２年度に環日本海交流史の現状と課題をテーマに研究集会を行い、以降毎年集会を行っ

てきました。平成１３年度の「鉄器の導入と社会の変化」や１７年度「中世日本海域の土器・陶磁器流通」、

１８年度「縄文時代の装身具」など適時な研究成果をあげて来ています。これまでの基礎的な研究成果

については、本誌の各号にその概要について紹介をしてきているところでもあります。

毎年の研究事業のテーマ設定については、平成１８年度から当センターが行う各種講座や体験学習な

どと関連づけることとしており、平成２１年度は「古代の知恵・わざ・こころ」に関係して「日本海域

の土器製塩」をテーマといたしました。

今回の集会では主に土器製塩が各地に拡がり地域的特色をみせるようになる古墳時代から終焉をむ

かえる古代にかけての製塩工程について、主に土器と遺構の検討からその系譜と伝播をさぐることと

しました。はじめに総論として能登半島の土器製塩研究の現状と課題について石川県歴史博物館の戸

澗幹夫さんに紹介をしていただき、次に南から北へ発表をお願いしました。九州は福岡県糸島市教育

委員会の平尾和久さん、山陰は島根県教育委員会増田浩太さん、福井県は福井県教育庁埋蔵文化財セ

ンター杉山拓己さん、石川県は当センターの空 良寛さん、富山県は氷見市立博物館の大野 究さん、

新潟県は�新潟県埋蔵文化財調査事業団の尾崎高宏さん、東北は秋田県埋蔵文化財センターの柴田陽
一郎さんに各地域の実態や調査研究状況についてご報告をいただきました。

これまでの研究から能登地方では製塩土器の形態が脚台→丸底→平底へ変化したと考えられてお

り、平底への変化が八世紀に若狭地方で成立した石敷炉による大型平底容器使用の専業生産を契機と

して行われるようになったことは既に指摘されていたことでありましたが、能登地方及びそれから東

への広域的な平底製塩土器の伝播と変化は、今回の研究集会の報告であらためて鮮明にとらえられた

と考えております。そして、製塩炉の構造や土器製塩の方法についても本県の七尾市大泊Ａ遺跡の調

査成果など新たに議論できる場を提供できたのではないかと思っております。

当センターでは今後ともテーマを変え、「交流史研究集会」の継続開催を進めていく予定ですが、

本事業が日本海を媒介とした地域間交流史研究の進展に一定の役割を果たし、本県が持つ歴史的意義

の解明に寄与することを願っております。



― 19 ―

能登半島における土器製塩研究の課題

戸澗 幹夫（石川県立歴史博物館）

能登半島における土器製塩研究は、１９８０年代から奈良・平安時代における製塩土器の編年的検討と

技術的解明に大きな進捗をみたが、まだ多くの解決すべき基本的な課題が残されている。

まず、土器製塩の開始時期が不明確なことである。能登式製塩土器の最古型式は、大形で高い脚台

を有する七尾市祖浜遺跡出土の一群を標式とするが、いまだ発掘調査によった良好な伴出資料に恵ま

れていない。現在は、月影式併行期の遺跡に出土する例が多いことや、その型式が大阪湾周辺の弥生

時代後期に比定される脚台付製塩土器（広瀬�式、積山�‐１式A１類）に類似することから、同
期に大阪湾周辺の影響下で成立したとみる説が大勢である。しかし、祖浜型式には大阪湾�式に特徴
的な器面のタタキ調整が認められず、ナデ調整が普遍的な古墳時代の所産とみる説もある。

こうしたなか、近年、知多湾東岸において、森泰通によって大阪湾岸の脚台�式に類するとした「清
水式」の存在が知られ、また、その「清水式」にはタタキ調整をもたない在地化した一群（２類）の

あることも判明したことから、祖浜型式の系譜については大阪湾周辺にとどまらず東海地域も視野に

入れた議論が不可欠となっている。

五世紀後半から六世紀の小形脚台付製塩土器の段階では、製塩遺跡の分布が平野の乏しい猫額の地

にまで広く拡大し、塩と漁撈を主とした専業的な海人集団の存在が推測される。そうした社会的編成

がどのような構造をもって推進されたのか、燃料資源などが競合する他の手工業生産や古墳文化の動

態、あるいはその供給を受けていた内陸集団との関係など、綜合的な検討がまたれるところである。

その後、脚台付製塩土器は一層の小形化が進み、やがて棒状脚付製塩土器へと独自の変化を遂げた

とみられる。しかし、小形脚台式から棒状脚式への変化は、必ずしも半島一円にわたる傾向であった

と明言できないようである。外浦沿岸では、古くから丸底形製塩土器の存在が知られ、若狭の影響に

よって脚台→丸底→平底へと推移したとする仮説があり、内浦沿岸と外浦沿岸との間で地域差の有無

が問われている。

律令国家期では、棒状脚付製塩土器による伝統的な土器製塩が命脈を保ちながら、若狭で盛行した

大形平底製塩土器による技術が波及・定着した。その背景については、東北経営に関わる軍事塩であっ

たと評価する説が多い。その当否は分からないが、大形平底製塩土器による技術伝播は、若狭の官給

塩の生産に倣った律令国家の思惑が少なからず反映しているとみられる。

その一方では、若狭的土器製塩が扶植されて間もない８世紀前半の羽咋郡に、塩田（塗浜構造）・

鉄釜による製塩が行われていたとする報告がある。塩浜・塩山を占取し、塩釜を所有する先進の塩生

産となれば、国衙主導の可能性が高い。となれば、国衙主導のもとで二つの技術体系の異なる塩作り

が、互いに圧迫しながら同時に稼動しているという矛盾が浮かび上がってくる。このような矛盾に対

しどのような社会を読み取ればよいのか、技術論を含めた再検討が望まれる。

ところで、近年、棒状脚付製塩土器を用いた小規模な製塩工房跡の実例が増えている。それらは十

世紀頃まで存続し、多彩な支脚や器台形土製品のほかに、焼けた珪藻土ブロックを伴う例が多い。珪

藻土は耐火性に優れていることから炉壁に使われたと考えられが、その構造は明らでない。それは、

塩田法による散状塩が主流となるなかで、棒状脚付製塩土器が民需に応えた焼成固形塩用として命脈

を保った技術的背景とも絡む問題であり、その考古学的証左となる遺構の検出が期待されている。
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大阪湾沿岸の製塩土器編年

積山 洋 ２００７「大阪湾沿岸の漁撈・製塩集団と広域交流」『第５６回埋蔵文化財研究集会 古墳時代の海人集団を再検討する発表要旨集』
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北部九州の土器製塩について

平尾 和久（福岡県糸島市教育委員会）

１．はじめに

北部九州における土器製塩研究は「停滞」ともいえる時代がしばらく続いたが（山崎１９９４）、近年、

沿岸部地域の開発に伴う発掘調査で製塩土器の出土事例が増加し、弥生時代から古代まで土器製塩の

概観が可能になった。そこで、本稿では新資料をもとに北部九州製塩土器の特徴をみていく。

２．北部九州土器製塩のふたつの画期

北部九州における製塩土器の時期的変遷を追っていくと、大きく２つの画期が存在する。それは古

墳時代前期の脚台付製塩土器の導入と、８世紀の玄界灘式製塩土器の成立である。

第１の画期は脚台付製塩土器の導入に伴う土器製塩の成立である。北部九州における弥生時代の土

器製塩は基本的に日常土器を転用して行われる。製塩に用いられるのは甕で、器表面が剥離したり、

白っぽいものが付着する特徴をもつ。これらはいずれも弥生時代中期のものである。これまで確認さ

れている遺跡では備讃瀬戸内でみられる土器の集中は認められず、基本的に小規模な製塩であったと

考えられる。なお、弥生時代後期になると出土事例がほとんどなくなり、不鮮明な状況となる。

そのような中、古墳時代にはいると、再び土器製塩が確認される。しかも、古墳時代前期の製塩土

器は備讃瀬戸内に系譜をもつ製塩専用の土器であり、ここに北部九州の土器製塩の本格的な成立が認

められる。また、福岡市今宿遺跡や今山遺跡では多量の製塩土器が出土しており、自家消費的なもの

とは異なる大規模な製塩といえ、画期が設定できる。

第２の画期は玄界灘式製塩土器の成立と機能分化である。古墳時代までは煎熬と焼塩をおなじ製塩

土器で行っていた。しかし、８世紀になると用途に応じた製塩土器が出現する。煎熬用の玄界灘式製

塩土器と焼塩壺である。玄界灘式製塩土器は古墳時代の長脚化する製塩土器と形態が全く異なり、分

布域も大きく変化することから、土器製塩に関する大きな発想の転換が認められるが（山崎１９９４）、

大阪府阪南市田山遺跡でも煎熬用と焼塩用の土器が分化しており、大阪湾岸地域と北部九州で共通し

た現象がみられる（岸本１９９８）。なお、奈良時代の玄界灘式製塩土器はすでに形態が完成したものと

なっており、その祖形は古墳時代までさかのぼる可能性も指摘されている（山崎１９９４）。

３．おわりに

北部九州における土器製塩研究は近年の調査の進展により、研究環境が整いつつあると個人的には

考えている。これまで資料的な制約からアプローチできなかった課題も多く存在しており、今後の研

究の活性化に期待される。

最後に発表の機会ならびに本稿執筆の機会を与えていただいた（財）石川県埋蔵文化財センターの

皆様にお礼申し上げます。

【参考文献】多くの文献があるが、紙幅の関係で大部分を省略している。

岸本雅敏 １９９８「古代国家と塩の流通」『古代史の論点』３ 都市と工業と流通 小学館

山崎純男 １９９４「福岡県」『日本土器製塩研究』青木書店
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第１図 製塩土器分類図
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第２図 北部九州製塩土器編年表
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山陰地域における土器製塩とその系譜

増田 浩太（島根県古代文化センター）

土器製塩の変遷

山陰地域における土器製塩の初現は、３世紀後半とされている。明確な製塩遺構は皆無であり、散

見される製塩土器の存在をもってのみ、その様子を知ることができる。山陰西部では、島根県安来市

の柳遺跡出土低脚付土器が、被熱による表面の剥離の様子から製塩土器と想定される。形態的に備讃

瀬戸地域、あるいは玄界灘沿岸の北部九州地域との関係を指摘する研究者もあるが、後続する資料が

今のところ皆無であり、定着した様子はうかがえない。一方山陰東部では、鳥取県湯梨浜町の長瀬高

浜遺跡出土製塩土器が著名である。平底コップ形の特徴的な土器で、資料数は少ないものの５世紀代

まで因幡・東伯耆地域で用いられている。この特異な形状の製塩土器は、全国的にも類似例が無く、

その出自も定かでない。両者の分布域は大山北麓を境界として、東西に明瞭に分かれる。

５世紀以降、山陰地域の製塩土器は、脚台部の径をすぼめながら長脚化していく。製塩遺構の検出

が皆無であるため、現時点では周防や北部九州の製塩土器編年を時間軸に援用せざるを得ない点に危

うさがあるが、島根県松江市郷の坪遺跡や伊屋谷遺跡出土土器に見られるように、低脚から棒状脚へ

の変化は明白である。山陰東部では、現時点で長脚化した製塩土器の出土はないが、平底コップ形か

ら扁平な低脚を持つワイングラス形に移行する様子がうかがえる。山陰西部の変遷と同じ動きと捉え

ることも可能であろう。

７世紀中葉になると、鹿蔵山式と称する尖底椀形の製塩土器が出現するが、出土例は少ない。山陰

地域は、若狭・能登のような塩貢進国でないこともあり、律令体制後も生産遺跡や生産量が著しく増

大した様子はない。この時期では、北部九州地域を中心に採用された玄界灘式と呼ばれる土器も出土

している。玄界灘式の甕は煎熬工程に特化した土器であり、山陰地域もまた「煎熬土器」と「焼塩壺」

を併用する時代に入ったことがうかがわれる。現状では出土例、地域とも限られるが、一般に常用さ

れる甕を転用するなどの方法で、これに代えていた可能性が高い。焼塩壷としては砲弾形の六連式が

広く用いられるが、内面の布目痕の有無など若干の差異が認められる。出雲平野部の出土例から、土

器製塩は八世紀中葉前後まで行われていたことが確実だが、他地域と同様、徐々に鉄鍋等に転換して

いったと考えられる。

製塩土器の分布と塩の流通

製塩土器は、山陰地域全般の沿岸部に分布する。遺構の検出例はないが、古墳時代までの出土遺跡

は大半が海岸線もしくは河口付近から１～２km圏内に分布し、小規模ながら生産を手がけていた遺

跡が多く含まれると判断される。当時の首長墓の分布や、日常使用される煮焚具の使用領域などを考

慮すれば、生産された塩の流通圏がそれ以上に広域であったとは考えがたい。７世紀中葉以降では、

官衙、寺院等からの焼塩壺の出土が増え、内陸部の集落にも分布域が広がる。公的施設と集落では、

塩自体の持つ意味合いが異なると考えられるが、律令体制下における、より広範に展開する流通機構

の一端を垣間見ることができる。

他地域との技術的交流

既に記したとおり、土器製塩は備讃瀬戸地域もしくは北部九州地域の影響をもって導入されたと考

えられる。また５世紀から７世紀にかけての長脚化は、能登地域・知多地域のそれと類似する点が既

に指摘されている。山陰地域の製塩土器編年自体、時間軸に関し曖昧な点が残るため、相互の前後関

係や伝播経路を語ることは容易でない。しかし、但馬地域の宇川式製塩土器や前記の玄界灘式土器な

ど、山陰地域の製塩土器が周辺地域の影響を断続的に受けながら変遷してきたことは間違いない。現

時点で相互の直接的な影響を捉えることは難しい。とはいえ生産量、作業効率に直結する技術的創意

工夫は、モノの流通よりも容易く地域の垣根を跳び越えていくのかもしれない。
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若狭湾沿岸の土器製塩

杉山 拓己（福井県教育庁埋蔵文化財調査センター）

若狭地方における土器製塩は１９５８年から同志社大学がおおい町大島半島を対象として行った調査の

報告書『若狭大飯』でまとめられ、以降の研究はこれを発展・継承する形で行われてきた。近年では

製塩遺跡の調査事例が減少しているが、京都府舞鶴市浦入遺跡において若狭と類似する土器製塩の詳

細が把握された結果、従来の編年に対して問題点も指摘されている。

現状での課題として挙げられるのは、まず旧来の製塩土器編年の修正の必要性であるが、各型式間

の系統の交代や時間的間隙の有無、土器製塩を取り巻く背景の変化の検討も十分とはいえない。

既往の研究をふまえ、若狭地方の製塩土器における器形の消長を時間軸上に整理すれば、図６のよ

うになる。これらは以下のとおり６つの段階に区分できる。

１段階：コップ形脚台付容器からなる。石敷炉は確認できず、粘土床をもつ土坑状の炉跡１例のみ

が確認されている。従来の浜禰�式。４世紀後半から５世紀前半頃と考えられる。
２段階：コップ形丸底容器からなる。石敷炉も確認できる。従来の浜禰�A式。５世紀の後半か
ら６世紀の前半にあたる。

３段階：鉢形の丸底容器のみが使用される段階。やや大きめの石を敷き詰めた炉跡が確認できる。

従来の浜禰�B式。６世紀末を上限として７世紀を主体とする。古墳から出土する例もある。
４段階：大形平底容器が出現。従来は平底容器のみからなる船岡式として理解されてきたが、低い

支脚と鉢形丸底容器が確実に存在する。７世紀末を上限とし、８世紀が主体となる。船岡遺跡では

長方形の石敷炉が多数確認されている。

５段階：鉢形と壺形の丸底容器、支脚からなる。従来の吉見浜式。１０世紀を中心とすると考えられ

る。この時期以降炉の石の敷き方が粗くなっていく。

６段階：支脚が長大化し、小形のコップ形容器が伴う。従来の塩浜式と浦入O－２地点式にあたる。

１２世紀後半を下限とする。支脚の伸長の度合いから細分できるが、資料が少ないので一括する。

１・２段階は土器の系統の交代がみられるものの大阪湾沿岸での変化と一致するため、連続した技

術移入が想定できる。なお同時期には丹後の平遺跡でコップ形の脚台付容器が確認され（図５）、山

陰や能登との関係で注目される。

この時期は大型古墳の築造開始とも近接するため畿内勢力との政治的関係が背景として想定されて

きた。消費の様相は不明であるものの、製塩遺跡では刀剣装具を初めとする各種骨角器の生産も認め

られ、多様な生産活動の一環として製塩が行われていることも波及元のあり方と一致している。

３段階になると製塩遺跡から各種の遺物は出土せず、生産活動は製塩に単純化している可能性が高

い。こうした集約的な状況への移行は、土器の容量や形態が類似している備讃瀬戸地域で想定されて

いる変化と同様である。

４段階は従来から若狭の土器製塩の盛行期とされ、都城出土木簡からは若狭が調塩供給地として卓

越していたことがわかっている。従来の理解とは異なり複数器種の共存期としたが、今後これらの使

い分けと生産のあり方との関係についての実態を検討していく必要がある。なお越前地方において土

器製塩が明確となるのもこの時期以降である。

若狭では平底容器は大型のもののみで終わり、支脚が長大化して以降は遺跡数も減少する（５・６

段階）。これまでは調庸制の衰退や国衙支配の強化と関連付けられていたが、近年下限年代はさらに

下方修正されている。中世への社会変化の中に土器製塩の変質を位置づけていく必要があるだろう。
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【出典】図 2：大森宏・森川昌和 1978「若狭の土器製塩」
『考古学雑誌』第 64 巻第 2 号。図 3：大森宏・森川昌
和 1994「福井県（若狭）」『日本土器製塩研究』青木書店。
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図１ 主要遺跡位置図

図２ 従来の若狭地方製塩土器編年

【出典】図２：大森宏・森川昌和１９７８「若狭の土器製塩」

『考古学雑誌』第６４巻第２号。図３：大森宏・森川昌和

１９９４「福井県（若狭）」『日本土器製塩研究』青木書店。
図３ 製塩炉跡の編年（縮尺：約１／１００）
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【出典】図 4：岸本雅敏 1992「律令制下の塩生産」『考古学研究』
京『」器土塩製の古最島半後丹「7991隆一野河：5図。号2第巻93第

都府埋蔵文化財情報』第 63 号。図６：前掲大森・森川 1994，京
都府埋蔵文化財調査研究センター 2001『浦入遺跡群』，同志社大
学文学部 1966『若狭大飯』をもとに筆者作図。
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図４ 若狭地方土器製塩遺跡数の推移

【出典】図４：岸本雅敏１９９２「律令制下の塩生産」『考古学研究』

第３９巻第２号。図５：河野一隆１９９７「丹後半島最古の製塩土器」

『京都府埋蔵文化財情報』第６３号。図６：前掲大森・森川１９９４，

京都府埋蔵文化財調査研究センター２００１『浦入遺跡群』、同志社大

学文学部１９６６『若狭大飯』をもとに筆者作図。

図５ 京丹後市平遺跡出土宇川型製塩土器

図６ 若狭地方製塩土器編年試案（縮尺：１／１２）
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能登地方の土器製塩遺跡

空 良寛（財団法人石川県埋蔵文化財センター）

１．はじめに

能登地方では土器製塩を行っていた遺跡が内陸部を除くほぼ全域に分布している。遺跡の数は現在

２００以上といわれているが、発掘調査の実施された遺跡はそのなかの一部で、詳細の知られていない

遺跡も多い。ここでは、近年の調査成果を中心に能登地方の土器製塩遺跡の現状を紹介したい。

２．近年の調査成果と棒状尖底土器

９０年代以降の調査では、内浦地域を中心に多くの遺跡から棒状尖底の製塩土器が出土しており、８

世紀以降に外浦地域から広がりをみせる平底の製塩土器との関連が注目されている。また、製塩遺構

が見つかる調査事例も増加しており、土器製塩の作業工程を考える上でも重要な視点を与えている。

棒状尖底の製塩土器に関しては、能登町真脇製塩遺跡や七尾市中島町のヤトン谷内遺跡から１０世紀

代の製品が出土しており、平底の製塩土器との併用が確認されている。また、真脇製塩遺跡では１０世

紀後半になると平底の製塩土器だけが残るようである。なお、分布状況の新知見として、能登半島の

最先端部珠洲市大谷中学校東遺跡から８世紀頃の棒状尖底の製塩土器が見つかっている。

製塩遺構に関しても近年の調査で様々な発見がなされている。大谷中学校東遺跡では「コ」の字状

の区画溝に囲まれた中に炉跡が検出されている。その上層では粘性土を貼った層が見られ、簡易的な

塩田が営まれていたと考えられる。真脇製塩遺跡では９世紀末から１０世紀後半ころの自然石を配した

製塩炉が見つかっている。七尾市三室トリA遺跡では１０世紀前半頃の棒状尖底の製塩土器と平底、

丸底の製塩土器、支脚が併用されており、被熱した珪藻土塊が見つかっている。また、七尾市の富山

湾側の最南端に位置する大泊A遺跡からは様々な種類の製塩炉が見つかっている。大きく分けると

２種類で正方形のものと楕円形のものである。正方形の製塩炉は一辺１m～１．２m、深さは１０～２０㎝

で、遺構は細かく割れた製塩土器片と炭、灰を含む黒い土で埋まっている。楕円形のものは長辺が２

m前後で深さが３０～４０㎝のすり鉢状になっている。被熱した珪藻土ブロックを配したもの、玉砂利

を敷き詰めたものなどが見つかっている。楕円形の炉では製塩土器がほとんど出土しておらず使用用

途は不明である。

３．まとめ

以上の調査成果から内浦地域では１０世紀頃まで棒状尖底の製塩土器と丸底、平底の製塩土器と支脚

がセットになったものが並行して使用されていたと推測される。また製塩炉も珪藻土を配した炉跡と

ともに様々な形態の製塩炉が使われていた可能性があり、能登地方独自の土器製塩の変遷が解明され

つつある。今後、製塩土器や製塩遺構などから生産体制などについて究明していくことが課題である。
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 図 2　大谷中学校東遺跡

 図 1　大谷中学校東遺跡
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富山県の土器製塩

大野 究（氷見市立博物館）

昭和４９年の九殿浜遺跡発掘調査以降本格化した富山県の土器製塩研究であるが、現段階で製塩土器

が出土する遺跡は５９ヶ所にのぼる。

分布状況をみると、海岸沿いでは氷見市と朝日町に集中する。両地域は海岸近くに丘陵がせまる地

形であり、燃料の薪を得やすい立地である。内陸部では富山平野と砺波平野全域に分布し、小矢部川

流域には海岸部から３０km以上、標高１００mをこえる例もある。

５世紀末から６世紀前半にかけて、脚台製塩土器が氷見海岸沿いに点在しており、これらが富山県

における製塩土器初出の一群である。能登地域からの導入と考えられる。

６世紀末から７世紀末までは、棒状尖底製塩土器が多く分布する。海岸沿いでは氷見海岸にほぼ集

中しており、生産地はこの辺りと推定される。製塩土器の分布は県内一円の内陸部にまで広がってお

り、生産・流通の管理を氷見地域の集団が担っていた可能性がある。

なお、九殿浜遺跡にわずかに丸底製塩土器があるが、能登地域と同様に一時期の中間的な役割を果

たした特殊な形態と理解しておきたい。

８世紀も棒状尖底製塩土器が存続するが、この時期の類例は少ない。平底製塩土器は８世紀後半に

は導入されているが、やはり類例が少ない。

９世紀から１０世紀にかけては、棒状尖底製塩土器と平底製塩土器が併存する。棒状尖底は、短脚大

型のものが主体となる。また１０世紀には平底に口縁部が外反するタイプが出現する。棒状尖底は１０世

紀後半には姿を消すようである。

１１世紀以降は平底製塩土器が主体となり、中世初めの１２世紀後半まで続く。

なお土器編年案には掲載しなかったが、１０世紀以降県東部海岸沿いには円筒型土製品や支脚が加

わっている。

県内の製塩土器出土例は徐々に増加しているが、ほとんどは少量の破片出土であり、製塩関連の遺

構に伴う例も少ない。現段階で確実に製塩炉と考えられるのは境関跡の一例のみであり、これは２０～

４０cmの扁平な自然礫を壁面に用いて構築した３．５×３．５mの隅丸方形のものである。この他では焼土

遺構や土坑出土例が若干あるのみである。

このように資料が乏しく、富山県の土器製塩の実態は、まだまだ不明な点が多いが、製塩土器の様

相からすれば、各時期を通して能登の影響下にあったといえよう。

１０世紀以降、生産地は朝日町周辺の海岸部に移っていたと考えられるが、８・９世紀の生産地は不

明である。特に８世紀は製塩土器そのものの出土例が少なく、北陸の周辺地域に存在するような大型

の製塩土器についても確実な例を確認できない。この点の評価が、今後の課題となるであろう。
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富山県の製塩土器出土遺跡

遺跡名 所在地 水系 河川 標高
（m）

海岸からの
距離（km） 時期 製塩土器分類 遺構その他

１九殿浜遺跡 氷見市 臨海平野 － ４ ０．１６C 末～７C、７C 末～
８C初

棒状尖底／丸底 焼土遺構（炉？）
２大境洞窟住居跡 氷見市 臨海平野 － ５ ０．０８～９C、（９～１０C） 棒状尖底／平底
３宇波西遺跡 氷見市 宇波川 宇波川 １６ １．５７C後半～８C前半 棒状尖底
４小杉谷内遺跡 氷見市 臨海平野 － ３ ０．１６C前半 脚台
５薮田遺跡 氷見市 臨海平野 － ６ ０．４６C前半／６C末～７C 脚台／棒状尖底
６阿尾島尾A遺跡 氷見市 臨海平野 － ５ ０．３７C後半 棒状尖底
７阿尾島田A遺跡 氷見市 臨海平野 － ４ ０．５７C後半 棒状尖底
８稲積天坂遺跡 氷見市 余川川 余川川 ７ １．５７C 棒状尖底
９朝日貝塚 氷見市 臨海平野 － ５ ０．５６C前半 脚台
１０上久津呂中屋遺跡 氷見市 布勢水海 － ５ ５．５古代
１１粟原A遺跡 氷見市 布勢水海 － １０ ５．５８C後半～９C前半 棒状尖底
１２惣領浦之前遺跡 氷見市 布勢水海 － １０ ７．０古代
１３柳田遺跡 氷見市 臨海平野 － ５ １．０５C末～６C前半 脚台
１４山岸遺跡 高岡市 臨海平野 － １０ ０．６７C初 棒状尖底
１５越中国府関連遺跡 高岡市 臨海台地 － １５ １．０８C末～ 平底
１６岩坪岡田島遺跡 高岡市 小矢部川 小矢部川 １０ ９．０７C／９～１０C 棒状尖底／平底
１７石名田木舟遺跡 高岡市 小矢部川 岸渡川 ２２ １８．０７C第３四半期 棒状尖底
１８五社遺跡 小矢部市 小矢部川 岸渡川 ２３ １９．５１０C後半～１１C 平底
１９桜町遺跡 小矢部市 小矢部川 子撫川 ２５ ２１．０７C／平安 棒状尖底／平底
２０小白山山麓遺跡 小矢部市 小矢部川 渋江川 ７０ ２９．０８C後半 平底
２１院林遺跡 南砺市 小矢部川 旅川 ５７ ２５．０７C前～中 棒状尖底
２２在房遺跡 南砺市 小矢部川 山田川 ６７ ２７．０７C前半 棒状尖底
２３梅原落戸遺跡 南砺市 小矢部川 権現堂川 ７０ ３４．０９C前半／１２C後半 棒状尖底（短脚大型）／平底 集石遺構（焼土）
２４蛇喰正覚寺遺跡 南砺市 小矢部川 赤祖父川 １２８ ２１．０ 棒状尖底
２５下佐野遺跡 高岡市 小矢部川 千保川 １１ １０．０平安 平底か
２６八塚C遺跡 射水市 庄川 和田川 ７ ７．０ 平底か
２７常国遺跡 高岡市 庄川 和田川 ２０ １２．０９C～１０C初 棒状尖底（短脚大型） 土坑出土
２８北高木遺跡 射水市 庄川 神楽川 ３ ５．０８C後半～９C前半 棒状尖底（短脚大型）・平底
２９中曽根遺跡 高岡市 放生津潟 － ２ ２．０ 棒状尖底
３０小杉流通業務団地�６遺跡 射水市 放生津潟 下条川 ２０ ９．５６C末～７C初 棒状尖底
３１小杉流通業務団地�７遺跡 射水市 放生津潟 下条川 ２２ ９．５６C末～７C初 棒状尖底
３２小杉丸山遺跡 射水市 放生津潟 下条川 ２５ １０．５７C中 棒状尖底
３３南太閤山�遺跡 射水市 放生津潟 下条川 ３０ １０．０６C後半～７C前半 棒状尖底
３４上野南�遺跡 射水市 放生津潟 下条川 ２５ １０．５７C第１四半期 棒状尖底
３５米田大覚遺跡 富山市 神通川 神通川 ７．５ ３．０９C 棒状尖底（短脚大型）
３６金屋南遺跡 富山市 神通川 井田川 １１ ８．０９C後半～１０C前半 平底
３７砂子田�遺跡 富山市 神通川 坪野川 １５ １１．５７C末 棒状尖底
３８中名�・�遺跡 富山市 神通川 坪野川 ２１ １３．０７C 棒状尖底
３９中名�遺跡 富山市 神通川 坪野川 ２３．５ １３．０平安 平底
４０鵜坂�遺跡 富山市 神通川 神通川 １０ ９．５９C第４四半期 平底 生産土坑
４１友杉遺跡 富山市 神通川 荒川 ２６ １３．０９C後半～１０C初め 棒状尖底（短脚大型）
４２任海宮田遺跡 富山市 神通川 荒川 ３０ １３．５９C～１０C前半 棒状尖底（短脚大型）／平底
４３吉倉B遺跡 富山市 神通川 荒川 ３５ １４．５平安 棒状尖底（短脚大型）
４４栗山楮原遺跡 富山市 神通川 荒川 ３６ １４．５１０C前半 棒状尖底（短脚大型）
４５上新保遺跡 富山市 神通川 いたち川 ３６ １２．０平安
４６利田横枕遺跡 立山町 白岩川 八幡川 ２５ ８．０６C後半～７C前半 棒状尖底
４７古海老江遺跡 舟橋村 白岩川 細川 １８ ７．５古墳末？
４８辻坂の上遺跡 立山町 白岩川 栃津川 ３１ ８．５７C 棒状尖底
４９東江上遺跡 上市町 上市川 上市川 １６ ５．０７C末 棒状尖底 竪穴住居内と周辺
５０仏田遺跡 魚津市 臨海平野 － １７ １．０平安
５１じょうべのま遺跡 入善町 臨海平野 － １ ０．０７C／平安前期 棒状尖底／平底 川跡出土
５２道下遺跡 朝日町 木流川 木流川 ２４ １．５１０C後半 平底
５３宮崎塚田遺跡 朝日町 臨海平野 － ６ ０．５中世
５４宮崎・境遺跡 朝日町 臨海平野 － ６ ０．２中世？ 脚
５５境堂田遺跡 朝日町 臨海平野 － ６ ０．２１２C 平底
５６境関跡遺跡 朝日町 臨海平野 － ６．５ ０．２中世 平底・支脚 製塩炉
５７馬場山D遺跡 朝日町 臨海台地 － ２０ ０．５１０C 平底・円筒型土製品 石組（焼土）
５８境A遺跡 朝日町 臨海台地 － １０ ０．５平安 平底 焼土
５９境金剛遺跡 朝日町 臨海台地 － ３０ ０．３平安？ 平底
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５００
２１ １～４：柳田遺跡

５～１２：九殿浜遺跡
１３ ：任海宮田遺跡
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富山県の製塩土器編年案（１／６）
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新潟県における製塩関連遺跡

尾崎 高宏（財団法人新潟県埋蔵文化財調査事業団）

新潟県は、越後地域と離島である佐渡島および粟島を合わせると約６３０kmにわたる非常に長い海

岸線を有する。県内ではこれまで１１２か所の製塩関連遺跡が知られており、うち７１か所は佐渡島の海

浜部もしくは海岸段丘周辺に集中的に分布し、一大生産地の様相を呈する。しかし、佐渡の製塩関連

遺跡については、発掘調査事例が少なく、現状では実態が明らかとなっていない。一方、越後地域に

ついては、海岸砂丘及び内陸砂丘の周辺のほか、海岸部からは遠く離れた内陸部の河川に面した微高

地等でも製塩関連遺物が出土する遺跡が分布することが近年明らかとなり、内水面交通による物資の

流通や水産加工等への塩の使用に関する新たな知見が得られた。

時期については、古代（８世紀～１０世紀）が主体となる。以下、時期ごとの変遷について概観する。

製塩土器の変遷と時期ごとの特色

①古代以前：古代以前の製塩関連資料は近年まで確認されていなかったが、胎内市天野遺跡（古墳前

期と中期の集落遺跡）で県内初となる古墳時代中期の製塩土器が出土した。報告書によれば胎土分

析の結果から、能登・七尾市周辺遺跡（三室オオタン遺跡）との類似性が指摘されている。

②古代�期（８C前半）：柏崎市刈羽大平遺跡など越後地域の海岸部において製塩が開始される。�
期も含め、土器製塩の初期段階においては能登地域の製塩土器との器形の類似性が認められる。

③古代�期（８世紀後半～９世紀初）：大型平底・丸底のほか、口縁部屈曲のものなど、器形が多様
化、混在する。なお、E類とした小型で口縁屈曲の「出山遺跡タイプ」については、共伴する土器

から当該期に位置づけているが、富山県梅原落戸遺跡（１２世紀）との器形の類似性から年代が大幅

に下がるという見解もあり、煎熬具か焼塩具かの機能的側面も含め、類例の増加を待って検討の必

要がある。

④古代�期（９世紀前半）：大型平底（A類）・中型（C類）・器台（円筒器台）のセットが確立し、
これ以降、このセットについては土器製塩の終焉まで継続する。

⑤古代�期（９世紀後半）：A類では器形・容量の大型化傾向が見られる。また、県西部の高田平
野周辺（越後国府周辺）において、内陸部の官衙関連遺跡など有力遺跡（消費遺跡）で棒状尖底土

器が出土する事例が見られるようになる。生産地域（糸魚川地域）からの物資の流通・集積を示す。

⑥古代�期（１０世紀）：A類は器形の外反傾向が強まり、大型化するとともに、底部の接合方法が
変化（円板外周に粘土紐巻き上げ→円板上部に巻き上げ）する。村上市沢田遺跡では内水面に面す

る微高地で製塩炉が検出され、製塩土器とともに魚骨が出土し、水産加工場的な性格が推定されて

いる。同市西部遺跡は、鍛冶・漆・製塩などの手工業生産が大型の掘立柱建物内に集約して確認さ

れた。

⑦�期以降（１１世紀以降）：土器煮炊具の終焉とともに製塩土器も確認できなくなり、鉄釜へ移行し
たものと考えられる。

討議・資料見学会から

天野遺跡出土土器について：器形のみで比較した場合、「大阪湾�式（庄内併行）」との類似性も
否定できないのではないかというご指摘をいただいた。能登地域の当該期資料（祖浜遺跡出土土器）

との比較では、脚台部のつくりが明らかに祖浜例とは大きく異なっており、後出する国分高井遺跡出

土例に近い印象がある。今後、出土事例の増加を待って比較検討したいと考えている。
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１ 茂崎畠遺跡 粟島浦村 ２９ 塩ヶ崎遺跡 佐渡市 ５７ 深浦遺跡 佐渡市 ８５ 小丸山遺跡 新潟市
２ 大津浜遺跡 佐渡市 ３０ 鬼が岩遺跡 佐渡市 ５８ 萩ノ浦遺跡 佐渡市 ８６ 的場遺跡 新潟市
３ 弾崎製塩遺跡 佐渡市 ３１ 目観音堂遺跡 佐渡市 ５９ への割遺跡 佐渡市 ８７ 六地山遺跡 新潟市
４ 二ツ亀遺跡 佐渡市 ３２ 浜戸遺跡 佐渡市 ６０ 新谷竹ノ腰遺跡 佐渡市 ８８ 北浦原A遺跡 新潟市
５ 藻浦製塩遺跡 佐渡市 ３３ 杉島岩陰遺跡 佐渡市 ６１ カコイ場遺跡 佐渡市 ８９ 大藪遺跡 新潟市
６ 菖蒲平浜遺跡 佐渡市 ３４ 紋兵衛遺跡 佐渡市 ６２ 小谷洞穴遺跡 佐渡市 ９０ 前田遺跡 新潟市
７ 大野製塩遺跡 佐渡市 ３５ 差輪遺跡 佐渡市 ６３ がにが井戸遺跡 佐渡市 ９１ 下稲場遺跡 新潟市
８ 願製塩遺跡 佐渡市 ３６ 石ヶ原洞穴 佐渡市 ６４ 西平遺跡 佐渡市 ９２ 梯子谷窯跡 出雲崎町
９ 北鵜島製塩遺跡 佐渡市 ３７ 砂原A遺跡 佐渡市 ６５ 柳沢遺跡 佐渡市 ９３ 寺前遺跡 出雲崎町
１０岩屋山第２洞穴 佐渡市 ３８ 新田A遺跡 佐渡市 ６６ 瀧屋遺跡 佐渡市 ９４ 刈羽大平遺跡 柏崎市
１１関公民館前遺跡 佐渡市 ３９ 砂原神明社遺跡 佐渡市 ６７ 青木遺跡 佐渡市 ９５ 戸口遺跡 柏崎市
１２釜の元遺跡 佐渡市 ４０ 宮の川遺跡 佐渡市 ６８ 出口遺跡 佐渡市 ９６ 京田遺跡 柏崎市
１３小田浜田遺跡 佐渡市 ４１ 二見元村遺跡 佐渡市 ６９ 水ナシ遺跡 佐渡市 ９７ 下沖北遺跡 柏崎市
１４小田南遺跡 佐渡市 ４２ 月見不池遺跡 佐渡市 ７０ 和木遺跡 佐渡市 ９８ ダルマ岩遺跡 柏崎市
１５小僧の川遺跡 佐渡市 ４３ 送り坂遺跡 佐渡市 ７１ 春日町遺跡 佐渡市 ９９ 五反田遺跡 柏崎市
１６アンジャの浜遺跡 佐渡市 ４４ 送り崎遺跡 佐渡市 ７２ 西部遺跡 村上市 １００ 木崎山遺跡 上越市
１７北河内熊野神社遺跡佐渡市 ４５ 台ヶ鼻東遺跡 佐渡市 ７３ 沢田遺跡 胎内市 １０１ 今池遺跡 上越市
１８藻浦岬遺跡 佐渡市 ４６ 台ヶ鼻遺跡 佐渡市 ７４ 天野遺跡 胎内市 １０２ 子安遺跡 上越市
１９南片中ノ川遺跡 佐渡市 ４７ 塩ッ田遺跡 佐渡市 ７５ 下原遺跡 胎内市 １０３ 一之口遺跡（西地区）上越市
２０井戸島の根遺跡 佐渡市 ４８ 城ヶ鼻遺跡 佐渡市 ７６ 村松浜遺跡 胎内市 １０４ 東カナクソ谷遺跡 上越市
２１達者向遺跡 佐渡市 ４９ 弁天岩遺跡 佐渡市 ７７ 出山遺跡 新潟市 １０５ 籠峰遺跡 上越市
２２達者中村遺跡 佐渡市 ５０ 番場遺跡 佐渡市 ７８ 東港太郎代遺跡 新潟市 １０６ 栗原遺跡 妙高市
２３釜屋遺跡 佐渡市 ５１ 滝脇遺跡 佐渡市 ７９ サン化学前遺跡 新潟市 １０７ 宮ノ本遺跡 妙高市
２４下相川吹上遺跡 佐渡市 ５２ 背ノ沢古墳 佐渡市 ８０ 東港亀塚遺跡 新潟市 １０８ 角地田遺跡 糸魚川市
２５どろの澗遺跡 佐渡市 ５３ 背ノ沢遺跡 佐渡市 ８１ 神谷内遺跡 新潟市 １０９ 立ノ内遺跡 糸魚川市
２６かまんど遺跡 佐渡市 ５４ 大立遺跡 佐渡市 ８２ 向山遺跡 新潟市 １１０ 道者ハバ遺跡 糸魚川市
２７大漁遺跡 佐渡市 ５５ 亀脇遺跡 佐渡市 ８３ 横山遺跡 新潟市 １１１ 山岸遺跡 糸魚川市
２８助岩岩陰遺跡 佐渡市 ５６ 大鼻崎遺跡 佐渡市 ８４ 阿賀野川河口遺跡 新潟市 １１２ 田伏山崎遺跡 糸魚川市

第１図 新潟県内の製塩関連遺跡
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第２図 古代製塩土器の変遷

底部

鉢類の可能性あるもの

第３図 胎内市天野遺跡出土製塩土器
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東北地方の土器製塩

柴田陽一郎（秋田県埋蔵文化財センター）

東北地方の土器製塩は縄文時代、弥生時代、奈良・平安時代に行われていたことが判明している。

遺跡は縄文時代では太平洋沿岸域を中心とした福島県、宮城県、岩手県と青森県の日本海・陸奥湾沿

岸域に分布し、確実な年代は晩期前半の大洞B-C 式～後半の大洞A式までである。弥生時代では数

が極めて少なく、判然としているのは太平洋沿岸域の宮城県で７箇所である。奈良時代でも同様で日

秋田県と宮城県で２箇所のみである。平安時代では東北各県で確認されている。本稿では紙幅の関係

で、奈良・平安時代についてのみ概観する。

東北地方の奈良・平安時代の製塩土器は平底で、石川県能登地方、新潟県と同県の佐渡地方や山形

県の日本海側や青森県の日本海側～陸奥湾沿岸、太平洋沿岸、それに太平洋沿岸側の岩手県、松島湾

沿岸や福島県の沿岸部や内陸部でも出土し、東北に広く分布している事が判明している。製塩土器に

伴い土製支脚が出土する遺跡もある。これら遺跡の年代は８世紀後半～１０世紀で考えられている。そ

の系譜は若狭湾沿岸で７世紀に作られるようになった船岡式製塩土器にあると考えられている。

奈良時代の遺跡は秋田県のカウヤ（「コウヤ」と発音する）遺跡と宮城県の新浜B遺跡である。

カウヤ遺跡では竪穴住居跡、焼土遺構などが検出され、竪穴住居跡から須恵器杯、北陸型の長胴甕と

共に厚手の平底製塩土器、円筒形土製支脚が出土している。新浜B遺跡では２基の炉跡から薄手の

平底製塩土器が出土している。器形は盥（タライ）のように浅く、やや厚い底部から胴部がやや外反

し、薄い胴部から口�部がほぼ直立気味に立ち上がる特徴のある土器（図７－１～１０）である。
平安時代では律令制の浸透と共に製塩遺跡数が飛躍的に増加する。先述のカウヤ遺跡で焼土遺構

（SN０６）から口径４０㎝のバケツ形の平底製塩土器や擂鉢形の土器が出土している（図１－８・９）。

さらに作業場と考えられる遺構（SX１１）からは須恵器杯、土師器杯、北陸型の長胴甕と共に、底部

外面に木目状の圧痕が残る平底製塩土器や棒状土製支脚、円筒形土製支脚が出土している（図１－２

～７）。ここでは形態の異なる支脚の共伴が特筆される。遺構は他に「コ」の字状の石組炉があり、

焚口部に円筒形土製支脚が埋設される（図３－３、図４）。埋土から平底製塩土器等が出土している

（図３－１・２）。秋田県の立沢遺跡では焼土遺構や土坑から平底製塩土器や円筒形土製支脚が出土

している（図５）。円筒形土製支脚には胴部中央に円孔が穿たれており、新潟県の下沖北遺跡、宮城

県の江ノ浜貝塚（図７－３５・３６）で類例のある稀な例である。秋田県の頭名地遺跡では土製支脚下端

部に「U」字状の切り込みが入る例もある。青森県では４２箇所の遺跡が確認されており、製塩遺跡（図

６）と消費地である集落遺跡（図２）から、白砂式と呼ばれるバケツ型の製塩土器が出土している。

製塩遺跡では製塩土器と土製支脚との共伴例が多く、支脚の形態は棒状や土管状で地域的なバラエ

ティがあるようである。製塩土器の底部には、秋田県でもあるが、板目状圧痕が見られる例もある。

青森県は律令制の及ばない地域であったが、この時期には擦文文化が定着しており、遺跡の調査例か

ら、陸奥湾沿岸の土器製塩集団と擦文文化を担った人達との交流のあったことが判明している。宮城

県では松島湾沿岸で平安時代だけで１１４の製塩遺跡が確認されている。製塩土器は新浜B遺跡の２号

住居跡や、江ノ浜貝塚、館ヶ崎など多くの遺跡の出土例がある。厚手・大形と薄手・小形の２種類が

在り、いずれも平底で胴部から口�部の立ち上がりがほぼ直角で、両者の使い分けが想定されている。
土製支脚は先述の江ノ浜貝塚の円筒形土製支脚の他に棒状土製支脚も出土している（図７－１１～３４）。

近年、能登の真脇製塩遺跡では平底土器と支脚だけがセットで確認されていることもあり、今後は

東北と北陸の遺跡の細かい比較・検討が必要である。（図の出典『日本土器製塩研究』青木書店）
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１－根城三丁目 ２～４－表館（１）遺跡Ｃ住居跡煙出孔
・床面出土 ５～９－９０朝日山遺跡６１号土坑出土

図２ 青森県集落内出土製塩土器・伴出土器
〔１～４＝約１／１２ ５～９＝約１／６〕

１－焼土遺構（第１次調査） ２～７－その他の遺構（ＳＸ１１）
８・９－焼土遺構（ＳＮ０６）より出土

図１ 秋田県カウヤ遺跡遺構内出土遺物

図３ 秋田県カウヤ遺跡炉（SQ０４）出土遺物 図４ 秋田県カウヤ遺跡炉（SQ０４）
１・２・４－焼土遺構より出土
３－第５土壙底面より出土

図５ 秋田県立沢遺跡出土遺物
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討論と展望
荒木麻理子（財団法人石川県埋蔵文化財センター）

地域別発表の後、討論を行った。討論にあたって、各地の事例報告の中で提示された、製塩土器の

形態および機能と製塩炉の構造の関係性、製塩技術の系譜や形態変化の要因、あるいは地域間での比

較など、いくつかの疑問点が整理され、討論のテーマとされた。

製塩土器の形態については、製塩実験により弱火あるいは炭火による長時間煎熬で作られた塩が煤

や灰や不純物の入らない状態が良いものになること、加熱時に沸騰させず弱火を保てば煎熬中に土器

が割れにくいということが知られており、より火の制御のしやすい自立可能な形態の脚台付製塩土器

や棒状尖底製塩土器が発展したのではないかとの見解が示された。しかしながら、製塩土器の一律な

形態変化は一律なものではなく、５世紀後半以降能登や九州、知多半島などで見られる脚台の長脚化

や棒状脚の登場、備讃瀬戸や大阪湾岸で見られる丸底化、８世紀より各地で見られる製塩土器の大型

化や煎熬用と焼塩用への機能分化の動きなど、各地域ごとの独自性が見られ、単純な機能論だけでそ

れらの動きを捉えることはできない。また、７世紀末から８世紀にかけて若狭において成立した大型

平底製塩土器と大型石敷炉を使用する新たな土器製塩は、日本海伝いに東方へ伝播するが、大型石敷

炉は伝わらず、土器のみが伝わることが知られており、炉をはじめとする製塩遺構の構造の選択にあ

たってその要因となるものには土器の機能・形態以外に何があるのか、製塩遺構が構築される地面の

状態も関係するのかなどの検討課題も提示された。討論の最後には、各地の塩生産の背景にある政治

および流通・交易の状況や製塩土器や製塩遺構などの分析を通じて製塩技術の伝播や系譜、生産体制

について検討を進めていく方向が示され、展望とされた。

翌２４日には、当センター研修室で資料検討会を行った。珠洲市真脇製塩遺跡、珠洲市鵜島遺跡、珠

洲市大谷中学校東遺跡、七尾市庵遺跡、七尾市三引遺跡、七尾市小島西遺跡、志賀町米浜遺跡などの

製塩土器、土製支脚などを見学した。製塩土器では、脚台付製塩土器や棒状脚製塩土器について成形

や調整について時代や地域を追って観察した。また、平底製塩土器については底部の成形技法および

内外面の輪積み痕や底部の板目圧痕などの調整に注意して他地域との比較検討を行うなどした。支脚

では特に富山県や東北地方にも見られる円孔あるいはV字状の切込みをもつ円筒形の支脚に注目し

て、円孔や切込の入れ方や成形・調整法などについて、それぞれ比較検討を行った。

討論の様子 資料見学会の様子
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。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
こ
の
一
帯
に
は
中
央
の
貴
族
や
寺
社
の
荘
園
や
そ
の
経
営
拠
点
が
集
中
し
て

お
り
、
交
易
や
物
資
運
搬
の
場
と
な
る
津
に
は
現
地
管
理
者
が
住
宅
と
共
に
物
資
収
納

の
倉
庫
を
設
置
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
木
簡
に
み
え
る「
倉
部
」「
贄

人
」
の
存
在
も
、
物
資
の
集
積
地
に
お
け
る
倉
庫
業
務
、
あ
る
い
は
都
と
の
強
い
関
連

を
も
つ
同
地
の
性
格
を
表
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

○
天
平
宝
字
七
年
二
月
廿
九
日
飯
高
息
足
状

（
続
々
修
四
十
四
帙
十
、『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
―
３４０
〜
３４１
）

謹
恐
惶
請
処
分

先
日
仰
給
直
屯
別
六
十
五
文
者

所
賜
綿
卅
連

且
進
納
銭
拾
肆
貫

今
所
請
屯
別
充
六
十
文
可
申
状

右
、
縁
先
日
宣
、
如
数
将
進
思
食
、
遣
外
国
交
易
、
附
不
能
人
、
毎
物
売
減
、

不
堪
望
心
、
仍
望
請
垂
鴻
恩
寵
、
依
所
請
状
領
納
幸
甚
、
今
所
遺
銭
、
依
墾
田

来
、
随
宣
旨
状
、
追
可
奉
上
、
子
細
事
趣
、
含
使
師
口
状
、
不
勝
至
憑
、
伏
乞

処
分
。

（ 9 ）
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（
オ
モ
テ
面
）〈
米
一
石
〉
＋
〈
田
直
七
束＝

米
三
斗
五
升
×
２＝

七
斗
〉＝

一
石

七
斗

（
ウ
ラ
面
）〈
三
十
四
束＝

米
一
石
七
斗
〉

と
な
り
、
数
値
が
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
本
木
簡
は
、
オ
モ
テ
面
に
米
一
石
と
穎
稲
十

四
束
の
納
入
が
記
さ
れ
、
ウ
ラ
面
に
「
并
」
と
し
て
そ
の
合
計
値
が
束
単
位
で
計
上
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
并
」
が
合
計
額
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
一
例
挙
げ
て
お
き
た
い
。

○
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
五
坪

二
条
大
路
濠
状
遺
構
（
北
）

・
讃
岐
国
山
田
郡
田
井
郷

凡
直
佐
留
三
斗

・

并
一
俵

神
人
八
国
三
斗

一
七
二
×
二
二
×
五

〇
三
一

金
石
本
町
遺
跡
出
土
木
簡
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
点
が
特
徴
と
し
て
注
目
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
一
点
目
は
田
直
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

○
兵
庫
県
豊
岡
市

宮
内
黒
田
遺
跡
出
土
木
簡

・
「
�
□
□
里
□
□
□
□
鳥
戸
〔
額
ヵ
〕

口
□
田
部
□
□

女
□
可
□
□
□
□
□
□
〔
堪
ヵ
〕

不
□
□
□
□

」

・
「

午
年
分
直
稲
八
束
度
与
〔
値
ヵ
〕

貲
□
得
人

『
鳥
取
〔
廣
ヵ
〕

マ
□
万
呂
』

�
�
代
□

天
平
勝
宝
四
年
十
月
九
日

知
忍
海
マ
馬
男

同
里
神
マ
廣
嶋

『
若
田
□
者

〔
給
ヵ
〕

衣
女
分
進
上
入
□
』

『
鳥
取
マ
公
手

直
受
鳥
取
マ
衣
女
』

『末

ヽ

ヽ

ヽ

』」

四
七
四
×
五
〇
×
六

〇
一
一

○
島
根
県
出
雲
市

青
木
遺
跡
出
土
７８
号
木
簡

・
「
売
田
券

舩
岡
里
戸
吉
備
部
忍
手
佐
井
宮
税
六
束
不
堪
�進
上
」

天
平
八
年
十
二
月
十
日
﹇

﹈

・
「
〔
口
分
カ
〕

仍
□
□
舩
越
田
一
段
進
上

」

〔
郷
カ
〕

□
長
若
倭
マ
臣
□
麻
〔
呂
カ
〕
�

□
﹇

﹈

三
五
二
×
四
二
×
四

〇
一
一

○
新
潟
県
上
越
市

延
命
寺
遺
跡
出
土
木
簡

物
マ
鳥
丸
野
田
村
奈
良
田
三
段
又
中
家
田
六

・
物
部
郷
□
□
里
戸
主
物
マ
多
理
〔
口
カ
〕

丸
□

□
人

〔
有
カ
〕

伊
神
郷
人
酒
君
大
嶋
田
直
米
二
石
一
斗

・
田
沽
人
多
理
丸
戸
人
物
マ
比
呂
天
平
七
年
三
月
廿
一
日
相
知
田
領
神
田
君
万
□
〔
呂
カ
〕

四
八
六
×
四
九
×
六

〇
一
一

こ
れ
ら
は
、
土
地
の
賃
租
に
関
わ
る
売
田
木
簡
で
あ
る
。
売
田
木
簡
の
特
徴
と
し
て

は
、①

郷
名
な
ど
本
貫
地
の
記
載
と
、
戸
主
・
戸
口
の
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る

②
土
地
の
所
在
地
と
、
そ
の
面
積
、
価
が
記
さ
れ
る

③
年
紀
記
載
の
あ
と
に
売
人
（
所
有
者
）
・
買
人
・
証
人
・
郡
郷
長
な
ど
の
関
係
者

を
記
す

の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
�
。
本
木
簡
は
、
田
直
七
束
の
み
が
記
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
記
載

を
含
ま
な
い
の
で
、「
倉
マ
安
倍
弓
田
直
七
束
」
の
部
分
は
、
売
田
行
為
そ
の
も
の
に

関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
賃
租
価
直
の
収
納
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ
る
と
判
断
で

き
る
。
上
部
の
「
一
石
」「
贄
人
□
□
□

」
の
稲
が
ど
の
よ
う
な
性
格
か
分

か
ら
な
い
が
、お
そ
ら
く
は
同
様
の
賃
租
地
子
収
納
に
関
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
田
直
七
束
と
い
う
値
か
ら
先
に
掲
げ
た
三
例
の
木
簡
を
参
考
に
し
て
、
お
お

よ
そ
の
田
積
を
推
定
す
れ
ば
、
下
田
相
当
で
約
一
段
と
な
る
。
三
十
四
束
す
べ
て
が
田

直
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
下
田
相
当
の
田
で
約
五
・
六
段
と
な
る
。

○
延
喜
主
税
式

凡
公
田
獲
稲
、
上
田
五
百
束
、
中
田
四
百
束
、
下
田
三
百
束
、
下
下
田
一
百
五
十

（ 8 ）



二
、
釈
文

○
第
四
号
木
簡

倉
マ
安
倍
弓
田
直
七
束

・
×
□
一
石

又

×

贄
〔
黒
カ
里
カ
〕

人
□
□
□

・
×
并

卅
四
束

（
二
三
九
）
×
三
〇
×
七

〇
八
一

○
第
五
号
木
簡

・
×
□
鳥
大
大
夫
□
×

・
×

×

（
一
二
四
）
×
三
五
×
十
二

〇
八
一

（
平
川

南
、
武
井
紀
子
）

三
、
内
容

《
第
四
号
木
簡
》

オ
モ
テ
面
の
双
行
の
右
側
は
人
名
（
倉
部
安
倍
弓
）
＋
田
直
七
束
、
左
行
も
下
端
が

判
読
で
き
な
い
が
、
同
様
に
人
名
＋
田
直
の
束
数
が
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
弓
」
の
字
形
は
、
次
の
よ
う
に
「
方
」
に
似
た
か
た
ち
を
と
る
。

【
図
】『
草
書
大
字
典
』「
引
」

「
贄
人
」
に
つ
い
て
は
、
秋
田
城
出
土
第
九
号
漆
紙
文
書
オ
モ
テ
面
に
、

課
戸
主
贄

□年
廾
二

男
贄
人
部
大
麻
□
左

□

と
あ
る
。
ま
た
、
山
形
県
熊
野
田
遺
跡
出
土
木
簡
に
も
「
贄
人
縄
継
」
と
い
う
人
名
が

見
ら
れ
る
。

○
山
形
県
酒
田
市

熊
野
田
遺
跡
出
土
木
簡

□
依
如
件
〔
御
カ
〕

但
□
□
〔
道
カ
〕

首
□
宣
□
□
〔
以
カ
〕

□
□
□
□
□

但
田
者
在
贄
人
縄
継
□

（
三
五
三
）
×
（
二
九
）
×
六

〇
八
一

前
掲
の
秋
田
城
漆
紙
文
書
の
継
目
裏
書
に
は
「
出
羽
國
出
羽
郡
井
上
□
□
□
□
天
平
六

年
七
月
廿
八
日
」
と
あ
り
、
熊
野
田
遺
跡
の
地
も
天
平
期
に
は
出
羽
郡
に
属
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
贄
人
」「
贄
人
部
」
が
出
羽
国
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
�
。「
贄
人
」「
贄
人
部
」
は
こ
の
他
の
資
料
に
は
み
え
な
い
が
、
本
木
簡
に

よ
っ
て
、
そ
の
分
布
が
北
陸
地
方
に
も
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

ウ
ラ
面
の
一
文
字
目
は
、
上
半
分
が
欠
け
て
い
る
が
「
并
」
と
判
読
で
き
る
。

【
図
】『
草
書
大
字
典
』「
并
」

ま
た
、
オ
モ
テ
面
と
ウ
ラ
面
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
穎
稲
一
束＝

籾
（
穀
）
一
斗＝

米
五
升
の
換
算
に
も
と
づ
い
て
、
上
段
の
一

石
を
籾
で
は
な
く
米
と
判
断
し
て
、
贄
人
□
□
□

部
分
の
田
直
を
左
行
と
同

様
に
七
束
と
す
る
な
ら
ば
、

（ 7 ）



第２図 金石本町遺跡 南半部全体図（S＝１／２，０００）
※報告書（３）より転載加筆

（注）この地図の作成にあたっては、金沢市長の承認を得て、同市発行の
都市計画基本図を原図として使用している。（承認番号：平成２１
年２月１０日 収都第６９５号）

裏面拡大表面拡大

��区区大大溝溝
（（木木簡簡出出土土遺遺構構））

裏面（合成）

第四号木簡赤外線写真

裏面

第五号木簡赤外線写真

表面（合成）

表面

第四号木簡（Ｗ６２）実測図
（Ｓ＝１／２）

第五号木簡（Ｗ６１）実測図
（Ｓ＝１／２）
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金金石本町遺跡�金石本町遺跡�

畝田・寺中遺跡�畝田・寺中遺跡�

石
川
県
金
沢
市
金
石
本
町
遺
跡
出
土
木
簡
に
つ
い
て

平
川

南
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

武
井

紀
子
（
東
京
大
学
大
学
院
）

大
西

顕
（
特
定
事
業
調
査
グ
ル
ー
プ
）

一
、
は
じ
め
に

金
石
本
町
遺
跡
は
、
石
川
県
金
沢
市
北
西
部
の
、
犀
川
河
口
域
の
低
地
帯
に
位
置
す

る
（
第
１
図
）。
こ
れ
ま
で
九
次
に
わ
た
り
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
七
年

（
一
九
九
五
）の
調
査
�
で
三
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
、
第
一
〜
三
号
木
簡
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
他
、
平
成
八
年（
一
九
九
六
）の
調
査
�
で
も
木
簡
が
一
点
出
土
し
て
い
る
。

今
回
紹
介
す
る
木
簡
二
点
は
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
に
調
査
が
行
わ
れ
た

第
三
次
調
査
の
�
区
大
溝
よ
り
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
、
文
字
の
存
在
は
確
認

で
き
て
い
た
が
、
全
文
の
釈
読
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
報
告
書
�
に
釈
文
を
収
録
で

き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
館
長
及
び
東

京
大
学
大
学
院
生
の
武
井
紀
子
氏
に
釈
読
し
て
い
た
だ
き
、
玉
稿
を
得
た
の
で
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
こ
こ
で
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
第
四
号
木
簡
は
報
告
書
一
三

三
頁
の
Ｗ
６２
、
第
五
号
木
簡
は
同
頁
の
Ｗ
６１
に
該
当
す
る
。

出
土
し
た
の
は
、
両
木
簡
と
も
�
区
大
溝
（
河
道
跡
・
第
２
図
）
で
、
幅
約
十
一
・

二
ｍ
、
深
さ
は
一
・
七
ｍ
〜
一
・
九
ｍ
を
測
る
。
出
土
し
た
古
代
の
土
器
は
、
八
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
後
半
代
を
中
心
と
す
る
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

第
四
号
木
簡
は
柾
目
材
で
、
上
下
端
部
は
欠
損
し
て
い
る
。
両
面
に
墨
書
が
確
認
で

き
る
。
第
一
〜
三
号
木
簡
は
、
所
属
時
期
に
つ
い
て
七
世
紀
後
半
代
ま
で
遡
る
可
能
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
�
、
第
四
号
木
簡
の
「
マ
（
部
）」
の
字
形
に
つ
い
て
は
、
七

世
紀
後
半
に
み
ら
れ
る
カ
タ
カ
ナ
の
「
ア
」
に
近
い
、
縦
画
を
長
く
伸
ば
し
た
「

」

の
字
形
で
は
な
く
、「
マ
」
と
い
う
定
型
化
し
た
八
〜
九
世
紀
代
の
も
の
に
近
い
こ
と

か
ら
、
八
〜
九
世
紀
代
に
属
す
る
木
簡
で
は
な
い
か
と
、
平
川
氏
か
ら
教
示
を
受
け
て

い
る
。

第
五
号
木
簡
は
上
下
端
部
と
も
欠
損
で
柾
目
材
で
あ
る
。
両
面
に
墨
書
が
確
認
で
き

る
。
遺
存
状
態
の
良
好
な
面
に
は
、「
大
」
な
ど
が
続
い
て
お
り
、
習
書
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
る
。
裏
面
の
墨
書
は
薄
く
、
解
読
で
き
な
か
っ
た
。

本
遺
跡
は
、
立
地
や
こ
れ
ま
で
の
調
査
内
容
か
ら
、
古
代
の
湊
（
津
）
に
関
連
す
る

遺
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
木
簡
が
出
土
し
た
�
区
大
溝
の
南
側
に
近
接
し
て
、

倉
庫
様
の
総
柱
建
物
が
確
認
さ
れ
て
い
る
他
、
平
成
六
年
の
調
査
�
で
も
倉
庫
群
が
検

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
物
資
の
集
積
地
と
し
て
の
本
遺
跡
の
性
格
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

（
大
西

顕
）

第１図 遺跡の位置（S＝１／５０，０００）
（石川県教育委員会 １９９２年発行『石川県遺跡地図』をもとに作成）
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豊
穂
遺
跡
出
土
卒
都
婆

第２図 卒都婆実測図（S＝１／４）

１０cm

１

０

２ 小島西遺跡 ５・６ 三木だいもん遺跡
３ 南吉田葛山遺跡 ７～１０ 堅田Ｂ遺跡
４ 水白モンショ遺跡

県
内
出
土
卒
都
婆

２

４

３

９

５

７

１０

６

８
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三
、
卒
都
婆
の
位
置
付
け

中
世
の
木
製
卒
都
婆
の
出
土
は
本
遺
跡
の
他
に
県
内
六
遺
跡
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
珠
洲
市
野
々
江
本
江
寺
遺
跡
出
土
の
木
製
笠
塔
婆
と
木
製
板
碑
が
一
九
〇

㌢
を
超
え
る
大
型
の
特
殊
品
で
あ
る
の
を
除
く
と
、
小
島
西
遺
跡
出
土
品
と
南
吉
田
葛

山
遺
跡
出
土
品
が
四
〇
㌢
以
上
と
な
る
以
外
は
三
〇
㌢
以
下
の
小
型
の
笹
塔
婆
で
あ

る
。頭
部
山
形
で
左
右
に
二
段
の
切
り
込
み
を
持
ち
、下
端
を
尖
ら
せ
る
も
の
が
多
い
。

墨
書
は
六
字
名
号
、
大
日
如
来
の
種
子
、「
南
無
大
日
如
来
」
な
ど
が
あ
り
、
紀
年
銘

を
記
し
た
も
の
は
な
い
。
堅
田
Ｂ
遺
跡
出
土
品
は
二
七
点
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
一
部

の
笹
塔
婆
は
共
伴
す
る
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
銘
を
持
つ
巻
数
板
に
「
一
、
奉
造
立

大
日
□
□
率
都
婆
廿
五
本
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
巻
数
板
吊
り
の
一
連
の
行

事
に
関
連
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
時
期
と
具
体
的
な
使
用
目
的
が
知
ら
れ
る
貴
重
な

例
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
時
代
の
特
定
で
き
な
い
南
吉
田
葛
山
遺
跡
を
除
き
、
十

一
世
紀
末
〜
十
四
世
紀
前
半
代
の
資
料
で
あ
る
。

厚
さ
一
㍉
前
後
の
薄
板
状
の
こ
け
ら
経
は
、
県
内
で
は
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
も
の

二
例
、
不
時
発
見
の
も
の
三
例
、
伝
世
品
一
例
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
金
沢
市
普

正
寺
遺
跡
出
土
例
は
十
五
世
紀
中
頃
の
所
産
、
能
美
市
湯
屋
出
土
経
は
そ
の
手
法
が
十

六
世
紀
代
の
遺
品
に
共
通
す
る
と
さ
れ
、
十
五
世
紀
代
の
所
産
と
み
ら
れ
る
昨
年
発
見

の
白
山
市
宮
保
館
跡
出
土
例
を
合
わ
せ
、
十
五
〜
十
六
世
紀
代
に
片
面
書
写
の
こ
け
ら

経
が
確
認
さ
れ
る
。
一
方
、
金
沢
市
粟
崎
出
土
経
は
両
面
書
写
で
、
そ
の
法
量
や
作
工

か
ら
十
四
世
紀
後
半
〜
十
五
世
紀
前
半
の
所
産
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
本
卒
都
婆
が
造

立
さ
れ
た
頃
に
県
内
で
両
面
書
写
の
こ
け
ら
経
に
よ
る
積
善
の
行
為
が
実
際
に
行
わ
れ

て
い
た
証
左
と
言
え
る
。

ま
た
、
同
じ
永
和
年
間
の
紀
年
銘
資
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
七
尾
市
中
島
町
町

屋
に
所
在
す
る
石
碑
で
あ
る
。
中
央
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」、
右
に
「
永
和
三
五
月
十

五
日
佛
心
」、
左
に
「
日
課
六
万
遍
念
佛
」
と
彫
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
主
尊
や
方
法

は
違
え
ど
も
、
毎
日
作
善
を
積
ん
で
功
徳
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
点
で
共
通
す

る
。
材
質
は
異
な
る
が
、
短
い
永
和
年
間
の
紀
年
銘
資
料
が
能
登
に
続
い
て
加
賀
で
も

確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
当
時
様
々
な
積
善
の
営
み
が
県
内
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ
る
。

本
遺
跡
出
土
の
卒
都
婆
は
、
他
の
出
土
事
例
に
比
べ
る
と
年
代
が
や
や
新
し
い
が
、

頭
部
五
輪
塔
形
の
も
の
と
し
て
は
県
内
初
例
で
あ
り
、
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
銘
を

記
す
点
で
貴
重
で
あ
る
。
造
立
目
的
が
こ
け
ら
経
写
経
供
養
に
関
連
す
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
点
に
お
い
て
も
稀
少
と
言
え
る
。
目
的
と
し
た
供
養
が
、
追
善
か
逆
修
か

は
不
明
な
が
ら
、
満
願
を
祈
念
し
て
、
或
い
は
満
願
の
証
と
し
て
造
立
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
何
千
枚
も
の
こ
け
ら
経
の
書
写
に
は
、
粟
崎
出
土
経
に
関
し
て
戸
澗
幹
夫
が
指

摘
す
る
よ
う
に
（
戸
澗
一
九
九
二
）、
相
当
の
経
済
力
が
必
要
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る

こ
と
、
供
養
或
い
は
年
中
行
事
を
執
り
行
い
、
木
製
卒
都
婆
を
造
立
で
き
た
の
は
、
県

内
の
出
土
遺
跡
の
様
相
か
ら
在
地
領
主
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
本
卒
都
婆
に
つ
い
て
も
そ
う
し
た
有
力
者
が
関
わ
っ
て
い
る
と
推
定
し
て
お
き
た

い
。本

卒
都
婆
は
報
告
書
刊
行
後
、
八
年
を
経
て
よ
う
や
く
正
し
い
評
価
が
な
さ
れ
、
調

査
担
当
者
と
し
て
長
年
の
胸
の
つ
か
え
が
と
れ
た
想
い
で
あ
る
。
末
筆
で
は
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
た
び
釈
読
に
あ
た
り
御
尽
力
い
た
だ
き
、
原
稿
執
筆
を
御
快
諾
下
さ
っ
た
藤

澤
典
彦
氏
、
諸
々
の
御
協
力
・
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
狭
川
真
一
氏
に
深
謝
い
た
し
ま

す
。

（
岩
瀬
由
美
）

参
考
文
献

石
川
県
教
育
委
員
会
・（
財
）石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
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タ
ー

二
〇
〇
二

『
金
沢
市
豊
穂
遺
跡
』

金
沢
市

二
〇
〇
四

『
金
沢
市
文
化
財
紀
要
二
一
三

堅
田
Ｂ
遺
跡
』

（
財
）石
川
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

二
〇
〇
九

「
宮
保
館
跡
・
宮
保
Ｂ
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料
」

戸
澗
幹
夫

一
九
九
二

「
加
賀
出
土
の
こ
け
ら
経
」『
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
５
』
石
川
県
立
博
物
館

三
浦
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夫

一
九
九
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「
第
二
章
第
二
節

板
碑
の
立
つ
風
景
」『
中
島
町
史

通
史
編
』
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元
年
は
丁
卯
に
当
た
る
。「
丁
」
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
が
、「
卯
」
は
確
認
で
き
る
。

そ
の
下
に
は
数
字
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
二
百
八
十
四
日
毎
日
六
本
能
写
者
」と
な
る
。

「
四
」
と
「
日
」
の
間
隔
が
少
し
あ
り
、
そ
こ
を
「
ヶ
日
」
と
繋
ぐ
た
め
に
「
ヶ
」「
箇
」

な
ど
が
入
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
。「
本
」
は
「
大
」
＋
「
十
」

の
組
み
合
わ
せ
で
書
か
れ
て
い
る
。「
本
」
を
「
十
八
十
」
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も

知
れ
な
い
が
、
文
字
間
隔
が
不
自
然
に
な
る
の
で
「
本
」
と
見
て
お
き
た
い
。
そ
の
下

は
「
能
写
者
」
と
読
ん
だ
が
、
そ
れ
は
「
能
・
・
者
」
は
一
つ
の
定
型
文
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
要
す
る
に
「
二
百
八
十
四
日
毎
日
六
本
能
写
者
」
は
二
八
四
日
の
間
毎
日
六

本
の
卒
都
婆
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
八
四
日
×
六
本
で
一
七
〇
四
本
の
大

量
の
卒
都
婆
に
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
写
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
卒
都
婆
経
（
こ

け
ら
経
）
の
営
み
が
お
こ
な
わ
れ
た
事
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
こ
け
ら
経
写
経

と
い
う
事
に
な
れ
ば
、
普
通
に
は
書
写
経
典
は
法
華
経
が
考
え
ら
れ
る
が
、
法
華
経
の

普
通
の
配
字
で
行
く
と
四
一
〇
〇
弱
の
行
数
に
な
る
。
そ
れ
で
は
卒
都
婆
の
数
が
少
な

く
、
法
華
経
の
可
能
性
は
少
な
く
な
る
が
、
こ
け
ら
経
の
両
面
写
経
は
こ
の
時
期
で
は

普
通
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
七
〇
四
×
二＝

三
四
〇
八
と
し
て
も
ま
だ
少
な

い
。
と
こ
ろ
が
「
二
百
八
十
四
」
が
「
三
百
八
十
四
」
の
可
能
性
も
あ
り
、
そ
う
す
る

と
三
八
四
×
六
×
二＝

四
六
〇
八
と
な
り
、
法
華
経
と
一
緒
に
写
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

開
結
二
経
・
阿
弥
陀
経
な
ど
を
含
め
る
と
丁
度
良
い
数
に
な
る
。「
三
百
八
十
四
」
の

可
能
性
も
残
し
て
お
き
た
い
。

背
面
は
表
面
よ
り
狭
い
平
坦
面
と
斜
め
に
カ
ッ
ト
し
て
あ
る
両
側
面
と
か
ら
な
る
。

背
面
は
か
な
り
表
面
の
荒
れ
が
強
く
、
木
目
が
浮
き
出
て
い
る
が
、
付
着
物
に
覆
わ
れ

て
い
た
た
め
に
墨
書
が
良
く
残
っ
て
い
る
部
分
が
三
カ
所
あ
る
。
背
面
中
央
部
に
は
、

大
き
な
文
字
が
配
さ
れ
、
側
面
に
は
、
小
さ
い
文
字
が
配
さ
れ
る
。

先
端
部
は
墨
書
は
あ
る
が
、
読
め
な
い
。
最
初
の
墨
書
の
良
く
残
る
部
分
は「
毎
日
」

ま
た
は
「
毎
月
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。
供
養
の
内
容
が
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
右
側
面
部
の
最
上
部
は
「
為
」
の
可
能
性
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

二
番
目
の
墨
書
の
残
る
部
分
は
「
三
十
三
□
」
が
明
瞭
だ
が
、「
□
」
部
分
は
上
部

だ
け
残
っ
て
お
り
「
本
」
の
可
能
性
が
あ
る
が
確
定
は
で
き
な
い
。「
本
」
と
す
る
と

卒
都
婆
の
数
に
関
係
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
側
面
部
は
「
兼
為
同
□
」
と
読

め
る
。
先
の
「
為
」
に
続
い
て
為
が
連
続
す
る
の
で
、
こ
の
部
分
に
は
被
供
養
者
が
書

か
れ
て
い
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
。「
□
」
の
上
が
「
同
」
で
あ
る
の
で
被
供
養
者

で
同
□
と
な
る
の
は
同
朋
・
同
縁
・
同
族
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、
不
明
で
あ
る
。「
三
十
三
本
」
と
す
る
な
ら
、
こ
の
数
の
卒
都
婆
が
同
□
の
為

の
造
立
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
、
卒
都
婆
で
「
三
十
三
」

の
数
字
と
関
係
す
る
場
合
と
し
て
三
十
三
回
忌
供
養
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の

点
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

次
は
「
□
□
□
御
卒
都
婆
」
だ
が
「
御
」
は
少
々
不
明
確
。
次
の
「
卒
都
」
は
間
違

い
が
な
い
。
次
の
「
婆
」
は
不
明
確
で
あ
る
が
、「
婆
」
の
下
の
「
女
」
ら
し
き
痕
跡

は
か
す
か
に
わ
か
る
の
で
、「
婆
」
と
し
て
お
く
。
そ
の
側
面
部
に
は
「
為
氏
女
」
と

あ
る
。
氏
女
の
表
現
は
文
献
な
ど
に
「
○
○
氏
女
」
と
女
性
の
個
人
名
を
出
さ
ず
、
出

身
氏
名
を
示
す
方
法
と
し
て
よ
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
問
題
は
な
い
。

以
上
、
読
め
る
文
字
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
裏
面
は
表
面
で
述
べ
て
い
る
営
み
が

誰
の
為
の
も
の
で
あ
る
か
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
「
為
」
が
複
数
回
出
て
く
る
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
営
み
は
個
人
の
為
の

も
の
で
な
く
、
複
数
グ
ル
ー
プ
・
あ
る
い
は
一
集
団
内
の
様
々
な
人
々
の
為
の
も
の
な

の
で
あ
る
。

こ
の
卒
都
婆
は
こ
け
ら
経
写
経
供
養
が
多
数
の
人
々
・
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
よ
っ
て

（
為
に
）
お
こ
な
わ
れ
た
際
に
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
け
ら
経
は
書
写
さ

れ
た
後
、
タ
ガ
で
絞
め
ら
れ
ど
こ
か
に
奉
納
さ
れ
る
か
、
水
辺
で
流
さ
れ
る
か
し
た
こ

と
が
多
く
、
そ
の
こ
と
は
こ
け
ら
経
の
残
存
・
出
土
状
況
か
ら
も
窺
え
る
事
で
あ
る
。

本
卒
都
婆
は
そ
れ
ら
の
こ
け
ら
経
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
っ

た
く
の
想
像
だ
が
、
こ
け
ら
経
の
束
の
中
央
に
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
状
況
が
考
え

ら
れ
る
。豊
穂
遺
跡
の
状
況
か
ら
、行
事
の
最
後
に
水
辺
で
流
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
け
ら
経
写
経
の
あ
り
方
を
示
す
貴
重
な
資
料
と
言
え
る
。

（
藤
澤
典
彦
）
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石
川
県
金
沢
市
豊
穂
遺
跡
出
土
の
木
製
卒
都
婆
に
つ
い
て

藤
澤

典
彦（
大
阪
大
谷
大
学
）

岩
瀬

由
美（
特
定
事
業
調
査
グ
ル
ー
プ
）

一
、
遺
跡
の
概
要

金
沢
市
豊
穂
遺
跡
は
金
沢
市
西
部
の
安

原
川
下
流
右
岸
に
位
置
す
る
。
約
七
〇
〇

㍍
西
方
に
広
が
る
安
原
海
岸
砂
丘
背
後
の

標
高
約
二
・
五
㍍
の
低
湿
地
に
立
地
し
、

伏
流
水
に
恵
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
。
平
成

十
一
〜
十
二
（
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
〇
）

年
度
に
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、
古
代
か
ら

中
世
に
か
け
て
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
た
。

古
代
に
お
い
て
は
九
世
紀
前
葉
〜
中
葉
を

中
心
と
し
、「
大
伴
庄
」
の
墨
書
土
器
が

確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
初
期
荘
園
関
連
遺

跡
の
一
角
と
推
定
さ
れ
る
。
中
世
に
お
い
て
は
前
半
（
十
三
〜
十
四
世
紀
）、
及
び
後

半
（
十
五
〜
十
六
世
紀
）
の
二
時
期
の
遺
構
が
確
認
さ
れ
、
前
半
期
に
お
い
て
は
井
戸

跡
や
区
画
溝
と
み
ら
れ
る
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
集
落
の
一
部
を
調
査

し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
後
半
期
は
溝
遺
構
を
確
認
し
た
に
留
ま
る
が
、
そ
の
年
代

か
ら
、
本
遺
跡
北
東
部
に
比
定
さ
れ
て
い
る
浄
土
真
宗
寺
院
、
吉
藤
専
光
寺
跡
と
の
関

連
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
調
査
成
果
は
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
度
に
発
掘
調
査
報
告
書
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
報
告
し
た
Ｓ
Ｄ
３１
出
土
の
木
製
卒
都
婆
（
第
２
図
１
）
に

つ
い
て
、
そ
の
後
に
保
存
処
理
が
行
わ
れ
た
結
果
、
処
理
前
よ
り
も
墨
痕
が
鮮
明
と
な

り
、
釈
文
の
修
正
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
、
か
つ
、
裏
面
に
も
墨
書
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
新
た
に
判
明
し
た
た
め
、
大
阪
大
谷
大
学
の
藤
澤
典
彦
氏
に
釈
読
を
お
願
い

し
、
こ
こ
に
改
め
て
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
岩
瀬
由
美
）

二
、
出
土
卒
都
婆
に
つ
い
て

卒
都
婆
は
長
さ
六
六
・
八
㌢
、
幅
三
・
九
㌢
、
厚
一
・
五
㌢
を
計
る
（
報
告
書
記
載

数
値
）。
上
部
は
五
輪
塔
形
を
刻
み
、
下
端
部
は
各
面
か
ら
の
削
り
が
入
り
先
端
を
尖

ら
せ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
挿
し
立
て
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
面
は
平
坦
だ

が
、
背
面
の
平
坦
部
は
幅
が
狭
く
、
背
面
左
右
角
（
両
側
面
）
は
斜
め
に
大
き
く
面
取

り
さ
れ
て
い
る
。

各
輪
の
刻
み
目
は
余
り
明
瞭
で
は
な
い
。
卒
都
婆
は
新
し
く
な
る
と
、
空
・
風
輪
幅

が
地
輪
幅
に
近
づ
い
て
く
る
傾
向
が
あ
る
。
要
す
る
に
左
右
か
ら
の
彫
り
込
み
が
省
略

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
卒
都
婆
は
空
・
風
輪
が
全
体
幅
よ
り
狭
く
削
り
込

ま
れ
て
お
り
、
古
い
卒
都
婆
で
あ
る
事
は
明
瞭
で
あ
る
。

ま
た
、
空
輪
の
形
は
や
や
細
め
で
あ
り
、
先
端
の
尖
り
は
左
右
の
内
彎
す
る
カ
ー
ブ

が
自
然
に
交
差
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
先
端
を
無
理
に
尖
ら
せ
た
と
こ
ろ
が
無
く
、

こ
の
点
も
古
い
タ
イ
プ
の
五
輪
塔
に
通
じ
る
。

墨
書
は
読
め
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
一
応
以
下
の
よ
う
に
読
ん
だ
。

【
表
面
】

□

□
・
□
・
ラ
ン
・
バ
ン
・
ア

永
和
元
年

二
百
八
十
四

日
毎
日
六
本
能
写
者

卯

【
裏
面
】

為
□
・
・

兼
為
同
□

為
氏
女

毎
日
（
月
）

三
十
三
□

□
□
□
御
卒
都
婆

梵
字
部
分
は
「
ア
」
に
空
点
が
無
く
、
キ
ャ
・
カ
・
ラ
・
バ
・
ア
の
四
門
展
開
の
菩

提
門
で
は
な
く
大
日
法
身
真
言
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
下
は
年
号
で
「
永
和
元
年
」
と

あ
り
、
西
暦
一
三
七
五
年
に
当
た
る
。
そ
の
下
に
左
右
に
割
っ
て
干
支
が
あ
る
。
永
和

第１図 遺跡位置図（S＝１／２５，０００）
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